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滋賀県流域治水検討委員会 第７回住民会議議事録 
■日 時：平成 20 年 10 月 29 日(水) 14:00～17:05 

■会 場：滋賀県職員会館 2 階 大ホール 

■出席者：27 名（傍聴者含む） 

委 員 

( 敬 称 略 ) 

大橋正光、北井香、柴田善秀、杉本良作、中井正子、中村誠伺、 

成宮純一、歯黒恵子、松尾則長 

アドバイザー 多々納裕一（京都大学防災研究所教授） 

オブザーバー 市町担当者、県関係部局担当者 

事 務 局 県土木交通部技監、流域治水政策室 

 

■議 事 

１．開  会 

２．議  事  

・事務局説明 

・審議 

(1)自助・共助に関する提言案 

（中間とりまとめ）について 

(2)県民が公助に期待する事柄について 

  ３．一般傍聴者からのご意見 

４．閉  会 

                                                

 

 

                        

〔午後 ２時００分 開会〕 

１．開会 

○事務局（中田） それでは、定刻となりま

したので、ただいまから「滋賀県流域治水検

討委員会 第７回住民会議」を開催させてい

ただきます。私は事務局の流域治水政策室の

中田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

きょうの委員の皆様の出席状況でございま

すけれども、石津委員が欠席でございます。

現在、韓国で開催されておりますラムサール

条約締約国会議に市の団員の一員として参加

をすると報告いただいているところでござい

ます。それと、多々納アドバイザーにおかれ

ましては若干遅れると連絡をいただいており

ます。 

次に、資料の確認をお願いしたいと思いま

す。議事次第の下に配付資料を書いておりま

す。 

まず、資料１でございます。これはＡ３判

の横長でございまして「自助・共助に関する

提言案（中間取りまとめ）についての樹形図」

でございます。 

次に資料２「自助・共助における県民の役

割について 提言素案」というものが、Ａ４

の冊子版でございます。資料３は「滋賀県が

今後実施しようと考える公助（抜粋版）」とい

うことで、これは前回第６回に事務局のほう

からご説明を申し上げました資料のパワーポ

イントの抜粋版でございます。それで資料４

といたしまして、前回の住民会議の要旨をつ

けております。 

あと、同じＡ３判で参考資料１、参考資料

２ということで、樹形図につきまして前回い

ろいろご議論いただきました。それと、作業

部会でいろいろ検討を加えていただきました。

そのような意見反映をどういう形で修正をし

てきたかをまとめている資料でございます。 

以上６種類ご用意いたしておりますので、

なければ近くの事務局までお申しつけくださ

い。 

最後に、審議の妨げにならないように、携

帯電話につきましては、マナーモードか電源

をお切りいただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

それでは、これ以降の進行につきましては、

大橋座長様、よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

・事務局説明 
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○大橋座長 それでは「滋賀県流域治水検討

委員会 第７回住民会議」を開催いたします。

まず、事務局からこれまでの経過を含め、本

日の内容を説明いただきます。 

○事務局（中川） 流域治水政策室の中川で

ございます。 

本日は皆様、お忙しいところ、お集まりい

ただきましてありがとうございます。本日の

討議内容について説明させていただきます。 

この住民会議では前回の第６回まで、主に

自助・共助における県民の役割についてご議

論いただいております。今回、まとめていた

だけるものと思っております。資料２として

配付しております提言案について、これは前

回の住民会議のご意見を受け、先日大橋座長、

北井委員、柴田委員、多々納アドバイザーに

参加いただきました作業部会を開催して、作

成いただきました。この中にあります樹形図

の根の部分について見直し、キャッチフレー

ズについても原案を考えていただきました。

提言の内容は、５ページと６ページを見てい

ただきたいと思います。 

特に、提言の内容の５ページから７ページ

は、北井委員、柴田委員に以前に作成いただ

きましたものを、一部整理して掲載したもの

でございます。その後、議論が進んでいるこ

とがあれば見直していただきたいと考えてお

ります。また、最後の１２ページでございま

すが、空白となっておりまして、本日議論い

ただく公助に関することを記載いただきたい

と思っております。前回からは、県民が公助

に期待する事項として、公助についてご意見

をいただいております。 

前回は事務局からの説明が主になりました

が、今回は委員の皆さんに活発に議論をいた

だき、必要に応じて事務局が補足説明すると

いう形式をとりたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。 

そして、最後に一般の傍聴の方からご意見

を賜りたいと考えております。 

活発な議論をよろしくお願いいたしたいと

思います。 

なお、ことしの 12 月 13 日土曜日でござい

ますが、大津市のコラボしが２１で「流域治

水シンポジウム」の開催を計画しております。

これは県民の皆さんに水害に備え流域治水に

県民と行政とがともに取り組んでいただくこ

とを目的としております。この機会に、住民

会議からこの提言を知事に渡していただく予

定をしております。シンポジウムでは、住民

会議のメンバーの代表といたしまして、大橋

座長に出席をお願いしたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

私からは以上でございます。 

○大橋座長 ただいま説明をいただきまして、

本日いよいよ、自助・共助における県民の役

割について提言をまとめていきたいと考えて

おります。委員の皆さんの活発なご意見をよ

ろしくお願いするものでございます。最後に

また、公助の件で時間をとっていきたいなと、

こう思っております。 

 

・審議 

（１）自助・共助に関する提言案（中間とり

まとめ）について 

○大橋座長 まず、自助・共助については作

業部会で皆さんの第６回のときにいろいろご

意見をいただいたやつを、一部修正するなり、

また作業部会で考えて一部修正するなりとい

うことをしてまいりました。 

その辺の経過を含めて、これは柴田委員さ

んのほうから説明をいただきたいと思います。 

○柴田委員 柴田です。こんにちは。よろし

くお願いします。 

それでは、前回の第６回での議論を踏まえ

て、第７回、今提示させていただいているツ

リー図がどのように変わったかについて、簡

単に説明させていただきます。 

まず、資料１にあります「自助・共助に関

する提言（中間とりまとめ）についての樹形

図」というものが、現段階での完成版となっ

ております。こちらは、第６回のときに各委

員の皆様からご指摘いただいた事項、あるい

はそれを踏まえて作業部会で修正した事項が

すべて反映されたものとなっております。作

業部会でどのようなことをしたかについて、

簡単に説明させていただきます。皆さん、も

うこの資料を一度は多分読んでいただいてい

ると思いますので、簡単に説明させていただ

きます。 

まず、参考資料１に、樹形図の修正箇所一

覧表というものがございます。こちらが第６

回の時点で各委員の皆様にご指摘いただいた

もので、どのようなご指摘をいただいたかと

いうものが表になってまとめてあります。こ

ちらの資料をもとに作業部会で、各一文一文

それぞれ、内容はどうだとか意味は通じるか

といったものを推敲してまいりました。その

過程となっていますのが、参考資料２に示さ

れています樹形図修正対比表というものです。
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こちらがその作業部会で行った作業の一文一

文を見た、その過程となっています。 

例えば、１ページ目を見ていただきたいの

ですけれども「目指す姿」というところに「『水

害は必ず起こる』との覚悟をもって普段から

の備えや水防活動・避難行動ができるように、

関係する全ての人々が、地域の水害に関する

さまざまな情報を確実に共有する」という意

見に対して、松尾委員から「『関係する全ての

人々』は『全ての人々』ではないか」という

ご意見をいただきました。こういったご意見

を踏まえて、その右側が修正版となっており

まして、例えば「関係する全ての人々」とい

う部分を「全ての人々」と直したものが、一

応この完成版として載っております。 

真ん中が各委員の方々に指摘していただい

た内容、あるいは作業部会の中で独自に出て

きたものも含まれております。このような過

程を踏まえて、一文一文を丁寧に直していっ

たのが、この前行われました作業部会です。 

それで、このような過程を踏まえてできま

したのが、先ほども言いましたが資料１のほ

うなんです。こちらには前回、キャッチコピ

ーのほうは宿題というふうになっていたんで

すけれども、実はここに既にありまして、作

業部会で各文章を推敲する過程の中で、ちょ

っとテーマに関する議論にも及びましたので、

一応これについても説明させていただきます。 

キャッチコピーは、資料１の１ページ目の

緑の部分に書いてあるんですけれども「『水害

から生命を守る地域づくり』滋賀県民宣言」

となっております。それで、いろいろ作業部

会でも議論しまして、まずこのキャッチコピ

ーの下にそれぞれ「安全な避難ができる地域

づくり」といった「地域づくり」という言葉

があるのでキャッチコピーも「地域づくり」

というのがいいのではないかという提案があ

りました。 

それで、この議論の中でやはり根本に、こ

れはもう僕の意見にもなってしまうんですけ

れども、根本にあるものは、水害から命をど

う守るのか、だれにも命を失わせないために

はどうすればいいのかというのが根本にあっ

て、その上でいろいろな議論が成り立ってい

ると思いますので、これを地域づくりの前に

つけることで「水害から生命を守る地域づく

り」というふうにすれば、この住民会議の思

いが言えるのではないかと思いました。 

また、第６回のときに多々納アドバイザー

からアドバイスがあったように、宣言にして

はどうかというお話もありました。それで、

このキャッチコピーに滋賀らしさを出すとい

う意味でも、また住民会議からの提言である

という意味でも、「滋賀県民宣言」というもの

をつけることによって、滋賀の特色を持ちつ

つ、この住民会議で言いたいことが、最初の

キャッチコピーとして伝わるのではないかと

思って、このようなキャッチコピーにしてあ

ります。 

僕からは簡単な説明ですけれども、以上で

す。ありがとうございます。 

○大橋座長 第６回の皆さんのご意見をまと

めさせていただいた作業部会でのまとめを今

発表していただいたわけなんですが。キャッ

チコピーにつきましても、この前、第６回の

ときに、皆さんに一遍考えていただきたいな

と、こう申し上げておりましたので、その中

で、作業部会として多々納先生からのアドバ

イスもありまして、県民宣言という形という

か、県民というのか、いわゆる宣言文を入れ

たらどうかなと、こういうことになりました

し、一応こういう形でまとめさせていただき

ました。それぞれ、皆さんには事前に資料を

配付させていただいておりますし、皆さんの

ご意見を反映させるために一応整理している

という段階でございますから、それぞれ皆さ

んのまたご意見を賜りたい。 

大体、この前出尽くしてきたかなと思うん

ですが、整理の行き届いていない点があった

り、またもう一文、こうしたらどうかという

補足などがあったら、ご意見を承っていきた

いなと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（中田） 座長、済みません。 

○大橋座長 はい。 

○事務局（中田） 事務局から一部資料の修

正をお願いしたいと思うんです。今のキャッ

チコピーの命という部分の漢字が２種類ござ

いまして、資料２の提言素案のほうの部分の

命という漢字が「命」になってございます。

資料１のほうの樹形図につきましては、「生

命」という漢字を書いて「いのち」と読むと

いうことになっておりまして、作業部会のほ

うからは「生命」、２文字のほうでいただいた

んですけれども、少しこちらの作業ミスで、

資料２の提言素案に関しましては、文字が違

っておりますので、その部分は修正という形

でご議論いただきたいと思います。 

以上です。 

○大橋座長 今、事務局のほうから、一部誤

字というのか、字体自身が変わっているとい
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うことでの説明なんですが、いわゆるこれは

この前事前に配付された資料の中には「命」

という形だけじゃなかったかなと。改めて今

回資料を出していただいたやつに、片方では

「命」だけになっているんですが、「いのち」

と読ませて「生命」、「水害から生命を守る地

域づくり」。同じ言葉、いのちとは読んでいる

んですが、そういう形のちょっとずれが出て

いるということでの説明があったと思います。

もう一遍確認のほど、よろしくお願いしたい

なと思います。 

それでは委員さんのほうでのご意見を賜り

たいと思います。 

○杉本委員 はい。 

○大橋座長 はい、杉本委員。 

○杉本委員 杉本です。 

形式的な話になるかもわかりませんが、提

案素案で「自助・共助における県民の役割に

ついて」とテーマがついていますが、この中

には、公助に対する期待も、既に入っている

と思うんです。それについて題をどうするか

ということをまず最初に議論していただきた

いと私は思います。 

○大橋座長 それはどこから話してもろうた

らよろしいんでしょうね。 

○杉本委員 提言素案で「自助・共助におけ

る県民の役割について」と書いていますが、

中に既に公助に対する期待も入った文書にな

っていますので、私の提案ですが、これから

の議論は、自助・共助だけじゃなくて、この

中に公助に期待する事柄というのも提言素案

とされたほうが内容に合うのではなかろうか

と思います。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

今、杉本委員さんのほうから、資料２です

ね、「提言素案」というのがお手元にあるんじ

ゃないかと思いますが、その提言素案の下に

括弧されて「自助・共助における県民の役割

について」という形で題があるということで

すが、樹形図の中身については、いわゆる公

助の部分も触れてるやないかということから

するならば、ここへ自助・共助及び公助とい

うことも入れるべきやないかというご指摘で

ございますが、皆さんのご意見を賜りたいな

と思います。 

ただ、この考えの中には、いわゆる公助は

どうするのか。別に、これはこれなりのかか

わりはするんですが、実際、治水に関する県

の役割というのはここに大きく入っていない

という意味で、別に出したらいいかなという

考えもあったことは事実でございます。確か

に、ご指摘されますように、この中に、我々

の住民会議の中でのやろうとする中について、

公としてはこうしてくださいよということを

既に折り込んでいますので、そのことをご指

摘されているんじゃないかと思いますが、皆

さん、委員さんのご指摘、ご意見がありまし

たら、よろしくお願いしたいなと思います。 

はい、中村委員。 

○中村委員 最後の姿がどういう姿になるの

かということにもよると思うんです。という

のは、今回は、これは中間まとめということ

で、自助・共助を中心としてまとめたもので

すからね。最後にまた公助もついたまとめと

いうことになるんでしょうね。そうすると、

杉本委員には悪いんですけれど、少しサブタ

イトル的にそういう公助についても含むとい

うふうな表現は必要ないのではないかなと。

結局最後には、公助もついた、３つともつい

た姿になるのではないかなと思いますので。

これはあくまでも中間まとめということです

から、このままでもいいのではないかと私は

思うんです。 

○大橋座長 中村委員さんのほうから、この

ままではどうかというご意見なんですが、今、

最終的とおっしゃいますが、この提言素案は

そのままやっぱり最終的にこの部分でつけて

いって、公助は公助でという思いがあるんで

す。確かに、今、中村委員がおっしゃるよう

に、今までは基本的に議論してきたのは自

助・共助ではないかということですが、この

自助・共助の中で、今日まで公助としての役

割、そのことについては既に議論してまいり

ましたということで、それがどうするかとい

うことになっているんですけれども。 

他の委員さん、ございませんか。はい、中

井委員さん。 

○中井委員 中井です。 

前回出てないのでよくわからないんですけ

れど、公助に対する、これは県民の、言った

ら役割というのでしょうか。ということにな

ると、県がやることについて、県民がどうい

うことをやるかということでしょうね。そし

たらまあ、考えてみたら、確かに委員会に入

るとか、いろんなことがあるのですけど、そ

このところで、本当にどれだけのことが公助

に対して県民ができるのかなということで、

公助という場合はやはり県が中心にやること

ではないかと思うのですね。だから、そこの

ところでちょっと、私もまだ公助を入れてい
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いという、そういう結論には自分ではなって

おりません。 

○大橋座長 今、ご意見は皆さんのほうに十

分聞かさせていただいてないんですけれども、

県民の役割という形で、公助の部分について

は、求めるというのか、行政としてこうあっ

てほしいという要望みたいな感じになるとい

うことですので、我々の意見の集約について

は、要するに自助・共助に絞るという形で、

最終的に公助を議論していただいて、これは

やっぱりこの公助も入れるべきやという状態

になった時点に、もう一度今おっしゃった形

について議論いただくということにさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

○杉本委員 そうしますと、公助の部分を抜

いたらどうなんですか。今回の表現、期待す

ることを。自助・共助のところまでの内容で、

公助の部分、期待する話が大分内容に入って

いますけれども、それを抜いたらどうでしょ

うか。そうしないと、タイトルと内容が合わ

ないということになります。 

○大橋座長 今、杉本委員さんのほうから、

要するに公助を抜いたらどうかということで

あるわけですけれど、公助を抜きにした形の

議論というのはできないんじゃないかなと思

うんですよね。だから、杉本委員さんは、公

助を入れないんやったら公助という部分を外

して、きょう集中的に公助について議論しよ

うとしていたんですが、その部分はもう外し

てしまうという形になるんかなと。 

○杉本委員 その後に入れたらいいのではな

いですかね。まだ入ってませんからね。 

○大橋座長 だから、先ほど申し上げました

ように、きょう公助の部分に入りますので、

公助の部分に入った時点でこれをどう取り扱

うということをお話しさせていただきたいな

と、こう思います。今の時点では、一応今出

ていますように「自助・共助における県民の

役割について」という形の中間報告ですが、

この分でちょっときょうは走らせていただき

たいと。それで、公助の状態を議論させてい

ただいた後、どうここへ位置づけしていくか

という形でさせていただけたらと思いますが、

よろしいでしょうか。 

今、そういうことで、この「自助・共助に

おける県民の役割について」は、原案のこの

ままの状態でちょっと進めさせていただくと

いうことでご理解をいただきたいなと思いま

す。 

他にご意見はございませんか。はい、中村

委員。 

○中村委員 少しこだわるんですけれども、

最近の水害状況を見ました場合、やはり集中

豪雨であるとか、地球温暖化といいますか、

気候の変動によるところと思われる災害が非

常に多いのではないかということが一つと、

それから死亡事故なんかが起こっているのは、

やっぱり土石流によるところが多いのではな

いかなと。そういう意味で、それに関する記

述がないのではないかとちょっと思います。 

それで、その部分について、いろいろ私も

どこに入れたらいいかなと。なかなか、これ

は入れるのは難しいです。該当するところは

少ないのですけれども。私の案でございます

けれども「知恵を広める」のところの「目指

す姿」の１行目のところです、括弧の中があ

りますね。「水害は必ず起こる」というのがあ

ります。この「水害は必ず起こる」の次に「起

これば気象変動で想像を絶するとの覚悟」と

いうふうな形で、いわゆる気象変動というも

のを入れたほうがいいのではないかと。これ

は私の意見なのであれですけれども、少し前

にも申していまして、こだわっていかんので

すけど。 

それから、土石流については、この「知恵

を広める」の一番最後のところは「水位をは

かるなど」となっているんですけど、その中

に「土石流も」などということで、例示をす

ればいけるのかなという感じなんです。なか

なか入れるところが難しいんですけれども、

最後のところの、水位とか土石流の状況とい

うか、そういう形で並列で入れれば入るのか

なと思います。 

この２点について、何とか入らないものか

なというふうに思います。以上です。 

○大橋座長 今、中村委員さんのほうから、

気象変動に、最近特に集中豪雨が頻繁に起こ

っているということについて、どう入れてい

くか、またいわゆる土砂災害の件をどうする

か。この件は今日までに何回か議論はしたの

はしたんですが、もうそのところの土砂災害

まで行ってしまうと、なかなかまたこれ以上

の複雑な状態の問題になるんじゃないかとい

うことで、もちろん水害については土砂災害

はつきものというのか、その状態ではあるん

ですけれど、そこまで触れないでおこうと、

こういう状態が一部あったんじゃないかなと、

そんな気はするんです。この件、今、中村委

員さんのほうから改めて、入れたらどうかと。
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入れる場所についてはまた議論するにしても、

入れたらどうかというようなご意見がありま

したが、各委員さんのほうはいかがでござい

ましょう。 

○成宮委員 これでいいのではないかなと僕

は思うんですけどね、枠としては。 

○大橋座長 ちょっとマイクをとってお話し

いただけませんか。 

○成宮委員 大きな理念から考えると水害と

いうことでいいのではないかなと思うんです。

それは地域の皆が、その地域の特性に合わせ

て、その地域がどういう格好で相互扶助をし

合うかというところが問題だろうと思います

ので、それはそれで、いわゆる大きなふろし

きとしてはこれでいいのではないかなと思う

んですけれども、いかがでしょう。これは私

の意見です。 

○大橋座長 今、成宮委員さんのほうからは、

水害という大きいタイトルの中にそれも含ま

れるものだから、水害の中でおさめられるの

と違うかと、こういうご意見が出ました。 

松尾委員さん。 

○松尾委員 私もこのままでいいのではない

かなと思います。いろんな現象がありますし、

水害に対しても、この異常気象だけという部

分でもないですし、もっと台風のこと、いろ

んな竜巻のことやら、本当は入ってくるべき

ものだと思っておるんですけど、今回この席

ではそれをやらないということなので、私は

このままで、アバウト的な感じで、これで皆

包含されているのではないかと私は考えます。 

○大橋座長 杉本委員さん、この件について

はいかがでしょうか。 

○杉本委員 今までが、こういう方向で来ま

したので、今入れるのはちょっと、えらいか

なという感じがします。と同時に、公助のほ

うで、これから議論するときに内容が出てく

るか出てこないか、私たちは求めていません

ので、公助のところでも出てこないのではな

いかと思います。そこの辺で、出てくるんで

したら入れないといかんですけれど、公助の

ところで出てこなかったら入れないほうが、

ややこしくないなと思います。 

○大橋座長 委員の皆さんには、全部にはお

聞きしていないんですが、今こういうご意見

も出ましたので、今日までの住民会議の中で

の議論では、いろいろ土砂災害の問題やとか、

集中豪雨、異常気象の状態についてどう入れ

るのやということは議論をしてまいりました

が、今おっしゃいましたように、水害という

一つの中で、いろいろ地域の対応ということ

と、またこれから議論する公助の中でその部

分が反映されるのであれば、改めてそこに追

加するという形でいかがなものかと言われる

んですが、中村委員、いかがでしょうか。 

○中村委員 多数意見に従います。 

○大橋座長 いやいや、多数意見がどうでし

たかということではなしに、何らかの意義を

つけるんやとしたら、一応最後、どちらにし

ても、これからきょう第７回をやらせていた

だいて、公助は基本的に入るわけなんですが、

公助の議論をいただいて、また作業部会等々

でも、いろいろこれはもう一度整理しなけれ

ばならないということがあります。今、中村

委員さんのおっしゃった、その部分で何とか

一つでも取り入れて入らないものか、それも

ちょっと検討をさせていただくということで、

中村委員さん、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。 

はい。 

○中村委員 すみません、一緒に申し上げた

らよかったんですが、ちょっと性格が違うの

で申し上げなかったんですが。 

この樹形図の「組織をつくる」の中の、白

の黒抜きのところの２つ目の一番大きな枠の

中の下から３行目に「助成金」というのが非

常にもろに出ているわけなんです。「金」とい

うのは、ほかの欄を見ますと「支援する」に

なっています。ほかの表現はすべてそういう

ことになっていまして、こういう具体的な金

額、「金」というふうな形ではなっていないの

で、これを「支援」にするか「助成」だけで

とめるか、少しそういうふうにする必要があ

るのではないかな。これだけ「金」というの

は、財政サイドからちょっと反発があるのか

なと思いますので、ご議論していただければ

と思います。 

「支援するなど」とか、そのぐらいの。 

○大橋座長 ちょっと、何ページ。 

○中村委員 １ページの「組織をつくる」、３

つ目のところの白のところで黒抜きの字で書

いてあるところです。それの下から３行目に

「助成金を出すなどして、より活発な活動を

促す」と。確かに意味はよくわかるんですけ

れど、ちょっとほかのところの表現のバラン

ス、ほかが全部「支援する」とかになってい

ます。ここだけが「金」というのが出ている

ので、少しもろに出過ぎではないかなと。だ

から「支援する」にするか「助成」。少なくと

も「金」だけは除いたほうがいいのではない
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かなということでございます。 

○大橋座長 今、中村委員さんのほうが、こ

の組織の一番白抜きの下のほうの３行上です

ね、この中に書かれている「助成金を出すな

どして」となっているが、これは金銭的な状

態になっているものだから、「支援する」とい

うような文にしたらどうかなということでご

ざいます。これからきょう、公助の中に入っ

ていった場合は、恐らく補助金とか助成金と

かが出てくるのではないかなと思うんです。

それは中村委員さんのほうのこれまでの経過

やいろんな状態からしたら、おっしゃること

は、県も国も金のない状態になっているのに、

その辺の状態で金の問題についてはという話

が出るかもわかりませんが、これはいわゆる

行政としてやっていただくことに、助成金、

補助金等々もやっぱり出していただかなけれ

ばできない場合も出るんじゃないかなという

形で、そういう意味も込めて、このことにつ

いては「助成金を出すなどして」でいいので

はないかなと思うんです。 

はい、中村委員。 

○中村委員 もう１カ所あるんです。ごめん

なさい。 

その同じ「組織をつくる」の下の、一番下

から３行目のところにも「助成金」というの

があるんです。やっぱり金だけではなしに、

物とか職員を派遣するとか講師を派遣すると

か、いろいろな場面があると思うんです。そ

ういうふうになりますと、やっぱり「支援」

か、少なくとも「助成」ぐらいにするのが妥

当なのではないかなと。こういう答申の中に

余りにもぎらぎらしないかなということを申

し上げているんです。 

○大橋座長 中村委員さんのほうから、いわ

ゆる支援とか助成とかいう言葉にかえていっ

たらどうかというご意見なんですが、各委員

さんのほうのご意見を賜りたいと思います。 

はい、松尾委員さん。 

○松尾委員 私はやはり、この時代的には、

もう大橋座長さんが言われたように、助成金

という形、特に公助に関しましては確かに補

助金やら助成という文言が出てくると思いま

すので、これでいいのではないかと思います。

僕はまだ、こういう組織に対しては権限も与

えてほしいというのが一番大切だと思ってお

るぐらいですので、そのように考えておりま

す。 

○大橋座長 他の委員さん、いかがでござい

ますでしょう。 

○成宮委員 全般的なことなんですけど。 

○大橋座長 成宮さん、はい。 

○成宮委員 これ、例えば「地域」という言

葉と「行政」という言葉、２つありますね。

この地域の中には、その市町村行政も入って

くるのと違うかなと思うんです。さて、そう

したときに、地方はどういうふうな状況にな

っているかというと、ともかく行革の渦の中

に全くどっぷり浸かっていますよね。それは

予算もないということがベースにあるんです

けど、ともかく人間がどんどん減ってしまっ

ている。その減らした数が多ければ多いほど、

手柄みたいになっているわけなんです。それ

で、働いている人はどうかというと、いろん

なニーズがあって、それに対して対応し切れ

てない。この辺が一番最初に知事がおっしゃ

った不作為の行為に当たるのと違うかなとい

うふうに思うんです。 

こうした状態の中で、果たしてこういった

組織を、組織をつくることは大事なことなん

ですが、社会福祉協議会とか、そして私ども

がやっている民生委員とか、そういうところ

に皆かぶさってくるんです。それで、これが

リーダーだという感覚なんです。これはちょ

っと疑問を抱かざるを得ない。 

そういうことで、それは小学校でやっても

中学校でやっても高等学校でやっても、その

地域にある、何というのかな、文・学（ブン

ガク）というのかな、学校の組織をうまく使

うことも大事と違うかな。あるいはその社会

の組織、すなわち株式会社とか有限会社とか、

そういう法人関係をうまく使うことも大事で

はないかなと思うんです。それは地域の一員

としてですね。 

それで、ちょっとごちゃごちゃになってし

まっているのですが、これは水害に関しての

ことよりも以前に、防災という、いわゆる防

災会をつくってくださいというようなことを、

いろんなことで行政のほうから指導がありま

した。でも、多分半分ぐらいしかできていな

いのではないかなと思います。それはどうい

うことか。地域は少子高齢化の波の中にどっ

ぷり浸かってしまっていますね。そういうこ

とに対しての対策も講じないままに、なおか

つこういうボランティアとか奉仕みたいな格

好で出てこい。これはちょっとやるせないな

と。こういうところに、県なら県、町なら町

ということで、いい言葉でありますが、出前

講座とかありますよね。国のほうでもおやり

になっておられます。これに近いようなこと
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をもう少し活発に、やっぱりプレゼンテーシ

ョンしてもらいたいなと。 

地震のときにもそうだったですよね。自分

に降りかかってくることですから特にそうだ

ったんですが、湖西断層に対してのことで、

これだけのことが起こりますよというふうな

こと、あれで皆が目覚めたとでもいうんでし

ょうか。その前に、もっとも 10 年前の１月

17 日の事件、事象があったわけなので、それ

に対して異常に厳しい、住民そのものがあっ

たらどうしようという危機感になってきた。 

さて、水害のほうにまでそれを及ぼそうと

なると、大橋さんはいろんな経験、この日野

川の関係で非常に多くの、37 年ですか、あの

ときの状態がイメージとして頭の中に残って

いるだろうと思うのですけれども、それ以外

のところは余り残っていない。私の出身地で

ある愛荘町は宇曽川という関係でそれが残っ

ています。こういうふうなところでそういう

ものを経験した人、すなわちここでいうと大

橋さんのような方が必死になってやっていく、

そういうステージをつくることがまず一番大

事ではないかなと。 

ここに書いてあることはもっともなことな

ので、これに反発するつもりは毛頭ないんで

すけれども、ここに実際問題持っていくため

の努力をどういうふうな格好でしていったら

いいのかなということを、自助・共助、そし

て次に起こってくる公助の中で、三位一体と

なってできるような組織を、まずここで考え

ておくべきと違うやろうかなというふうに、

ちょっと休んでいるときにいろんなこういっ

た過去のデータなんかを見せてもらって思う

に、どうもその辺が抜けてるのと違うのだろ

うかなと思ったものですから、ちょっと話さ

せていただきました。 

○大橋座長 今、成宮さんのほうから今日ま

での議論も多少、すべて成宮さんがおっしゃ

った状態がそのままではなかったのですが、

いわゆる議論はしてきた経過があるという認

識はさせていただいておるんです。 

そのまとめの中では、こういう形のまとめ

という形ではさせていただいているんですが、

いろいろまだご意見があったのではないかと

思います。ただ、今の中村委員さんのおっし

ゃった、いわゆるお金の問題ですね。「助成金」

という形で書いてるやつ、言葉についてどう

取り扱っていくかという形でのご意見をいた

だけたらありがたいなと思うんですが。 

多々納アドバイザーの助言をちょっといた

だきます。 

○多々納アドバイザー 意味は同じで、表現

だけのことを中村委員はおっしゃっているの

で、したがって意味が同じになるように、「金」

を取れる文章になればよろしいですよね。 

○中村委員 はい、そうです。市町村にこれ、

出す形になると思うんです。 

○多々納アドバイザー 例えば最初のところ

の、ご指摘のところですが「行政はこれらの

活動を助成するなどしてより活発な活動を促

す」とすればよろしいですよね。それから、

下のところでは「行政は、必要な道具に関す

る情報を提供したり、自主防災を担う組織が

必要な道具の調達を可能とする支援を行う」

と。ちょっと短くなりますが、こうすると、

あるいは支援の内容がもう少し明確である必

要があれば「可能とする財政的」と書いても

いいけど、ちょっと行き過ぎかもしれません

ので。それでも同じことになるとは思うんで

すが。内容的に同じなので、私、中村委員の

おっしゃることもそうだなと思いまして、ち

ょっと文案を考えてみました。ご検討くださ

い。 

○大橋座長 中村委員さんの言葉をちょっと

すりかえたというような状態なんですが、私

は基本的に、行政は確かに皆さんおっしゃる

ように、県も国も非常に人を減らしていかな

いかんようになってきて、お金もなくなって

きて、何でもできる状態ではないという形で

あるということは、我々も十分承知した中で、

だからいわゆる住民として、本当に覚悟を持

って治水に取り組んでいくというきちっとし

た姿勢を示す限り、やっぱり県行政としても

それなりの形で示してほしいというのが、こ

の「助成金」の気持ちの中に入っていると、

私はそういう理解をさせていただいておるん

です。 

その助成金だから、またその助成金やなし

に、それぐらいの言葉をかえて、それに見合

うようなやつに、緩やかな感じにして当てる

にしても、気持ちはそういうことやと思うん

です。だから、そこのところを助成金という

ふうに意味をかえて促すようにするのかとい

うことだけでございますので、今、多々納ア

ドバイザーがおっしゃったように、いわゆる

この言葉じりをきちっと修正をさせていただ

くということであれば、それで結構ですが、

気持ちとしてはそういうことやということで

ご理解をいただきたいなと思うんです。 

そのためには、我々住民会議の中でも、住
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民も地域のために、やっぱり水害から人命を

大事にして、亡くなる方、死者、大きな人災

にならないように、住民として一生懸命覚悟

を持って頑張るんだということが、しかし行

政としてもそれなりのサポートをし、またそ

れなりのやりがいのあるような感じをやっぱ

りしておいてほしいという気持ちであるとい

うことをご理解いただきたいなと、私はそう

いう意味で出させていただいております。 

今、アドバイザーがおっしゃったような気

持ちで、言葉に一部修正するということで、

皆さんのご理解をいただけるのやったら、そ

うさせていただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。ありがとうございます。 

他にご意見はございませんか。はい、松尾

委員さん。 

○松尾委員 先ほどのキャッチフレーズのと

ころで「生命」と「命」と、これはちょっと

２つ並んで思うんですけど、これは何で「生

命」のほうをとられたか。多々納先生、ご見

解を。ちょっと国語辞典で私は調べましたが、

少しニュアンス的に違うもので、なぜだろう

なと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○多々納アドバイザー これはやっぱり議論

していいのではないかと思うんですね。私自

身は、生命と書いてある上に「いのち」と振

り仮名を振らないとようわからないし、「命」

の一つ文字だけやったら、どう言いますか、

大和言葉ですからわかりやすいという気はし

ています。だから僕は１文字でいいかなとい

う気はします。ただ、あるとすれば「生命」

と書いて、勝手に語呂合わせで「生」が生活

で「命」が命やと言うんやったら、そうかな

と思わなくもないんですけれども。 

ただ、このあたりのところは、宣言内容の

意味にかかわりますから、松尾さんがおっし

ゃるように、僕は「生命」というと非常に漢

語的に聞こえて、ライフという感じがするん

です。ライフというか、生きている、何とい

うか、状態をあらわしているような感じがし

ますから、これは自分の感覚だけですよ。で

すから、命のほうが何となくよいかなという

気は、するのはします。だから、それはその

まま読めるほうがいいかもしれません。 

これはご議論いただいたほうがいいと思い

ます。 

○大橋座長 松尾委員さんからキャッチコピ

ーが出たんですが、この件については後でと

思ってましたのは、先ほどの皆さんのほうに、

第６回のときに、いわゆる宿題みたいな形で、

何かいいキャッチフレーズがあればというこ

とで申し上げてきたので、これは先ほど柴田

委員さんのほうから、この作業部会で、そこ

でいろいろ議論してこういう形でさせていた

だいたということでございますが、今たまた

まそれが出ましたので、「生命」と書いてある

のを一字の「命」という形のご議論があるわ

けですが。 

その前に、全体の文の第１から第４の根っ

この部分については、おおむね皆さんのほう

でご理解をいただけたということでよろしい

でしょうか。 

○成宮委員 「生命」という言葉はいいんで

すが、学生にもわかるように「いのち」とい

うのはどうでしょう。平仮名です。 

ペットの問題もあるでしょうし、水害時と

なると、特にそういうペットの関係がこのご

ろ新聞なんかでも結構クローズアップされて

いますよね、動物愛護の面で。それで、「生命」

と「命」と、「いのち」もひとつ対象に入れて

いただければなという気持ちです。 

○大橋座長 既にキャッチコピーのほうに入

っているような状態でなりましたので、そう

すると、いわゆる概略、第１の根っこから第

４の根っこまで、おおむね。先ほど中村委員

さんからのは修正はさせていただくというこ

とで。 

はい、杉本委員さん。 

○杉本委員 確認だけ。最終的に「『水害から

生命を守る地域づくり』 滋賀県民宣言」の

中には、公助は入るわけですね、項目的に。

これにもう１つ入るんですね。そこだけ確認

させていただきたいと思います。 

○大橋座長 入ります。 

○杉本委員 これは一部の話で、全体じゃな

いということで理解してよろしいですね。 

○大橋座長 はい。それではよろしいですか。 

○杉本委員 はい、結構です。ここで終わり

になってしまいますと。 

○大橋座長 いやいや。 

○杉本委員 ここに公助も入ったツリーにな

ると。 

○大橋座長 はい。 

今、自助・共助については第６回、第７回

目に入ったわけですが、６回のときに大体、

皆さんのご意見の中で、それもそうなんです。

一から順番にがよかったのですが、皆さんに

前もって資料を渡させていただいておるし、

熟読していただいておるなと思ったのですが、
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どうももうそのとき飛び出してきましたので、

これはもう一遍整理しないといけないという

ことで、大がかりな作業で、作業部会で取り

まとめてまいりました。その中でのきょう発

表させていただいた内容でございますし、基

本的には、先ほど皆さんのご意見をいただき

ながら、これでおおむねオーケーと、了とい

う形をしていただいたのではないかなと。た

だ一部、中村委員さんのほうからのご指摘に

ついては考慮させていただいて、一部修正さ

せていただくという形で終えさせていただき

たいなと思います。 

それまでですが、先ほどから申し上げまし

た、既にキャッチコピーに入っていますので、

キャッチコピーのほうについての皆さんのご

意見を賜りたいなと思います。「既に作業部会

で決めとるやないか」と言われたらそれまで

でございますが、その中で今松尾委員さんの

ほうから、この「命」、生命の「命」一字でい

いのではないかなというご意見と、成宮さん

のほうからは、この漢字を使わんと「いのち」

と平仮名で入れたらいいのではないかという

ご意見が出たんですが。それぞれ各委員さん

のほうからのご意見を賜って、また「いや違

うぞ」と、「わしはこういうキャッチコピーを

考えてきたんでこれを上げてほしい」という

状態があったら、出していただけたらなと思

います。よろしくお願いしたいと思います。 

○成宮委員 その他でお願いしたいことがあ

るんですが。 

○大橋座長 ちょっとマイクを持っていただ

けませんか。 

○成宮委員 その他になるのですけれども、

この「水害から生命を守る地域づくり」の下

に「水害は必ず起こるという覚悟をもって」

と。何か日本語としてそれでいいのだろうか

なという気が物すごく強いんです。それで、

水害は必ず起こるということを気にかけると

いうんでしょうか。この「覚悟をもって」と

いうのは当然のことだと思うので、「水害から

生命を守る地域づくり」となっていますので、

「水害は必ず起こるという覚悟」につながる

のかなと。そこで「必ず起こるという覚悟」

というところにうまくつながるのだろうかな

という気がするのですが、いかがでしょう。

これは私だけかもわかりません。 

それと、最近、この資料を送っていただい

た封筒の裏の中に「防犯４つのかける」とい

うのが載せられておりました。その中で共通

のといいましょうか、地域にとって、あるい

は人にとって、地域で生きる人にとって一番

気になるのはやはり防犯、最近特に多くなっ

てまいりました。ひったくりであり、おれお

れ詐欺の問題であり、いろいろあるわけなん

ですが、こういうことは皆目ざといので、注

意をするようになってきました。こういうふ

うなことで、この言葉を一つ使わせてもらっ

たらどうかなという気が物すごく強く、封筒

を見て思ったんです。 

この「４つのかける」という中に「気にか

ける」「かぎをかける」「声をかける」「呼びか

ける」と。語呂合わせではあるのですけれど

も、何か滋賀県の共通の言葉、キーワードと

してそういう言葉を使っていくのもいいのと

違うかなということで、これからの編纂に当

たって、柴田さん、北井さんによろしくお願

いをしたいなというふうに思います。 

○大橋座長 成宮さんのほうからは、キャッ

チコピーは一応これでいいだろうということ

の意味ではなかったかと思うのですが、そう

いうことですか。 

○成宮委員 それでも結構です。 

○大橋座長 「それでも結構です」と。 

そういうことでなりまして、その下の「水

害は必ず起こるという覚悟をもって」という

ことは、これは何回か会の中で議論をして。

というのは、やっぱり住民も地域を守るため

には、相当な覚悟を持って取り組まなあかん

のと違うかということが大分あったのではな

いかなと。地域は地域で守るんだと。地域は

地域で守るとしたら、やっぱりそれぞれがそ

れなりの覚悟を持って取り組まないといけな

いのと違うかということを随分議論をしてま

いりましたので、ここにこれが入ったわけで

す。 

「水害は必ず起こるという覚悟をもって」

ということとは、ちょっと語呂が合わんのと

違うかというような意味ではないかなという

ことをされるし、そこで県の資料を入れてる

袋の「４つのかける」という状態が、県のい

わゆるキーワードの状態で出していただいた

中に、これをうまくここへ放り込んでいった

らどうかなというようなご意見やなかったか

なと思います。成宮さん、そういうことです

ね。その辺はちょっと参考にさせていただき

たいなと思います。 

その他、各委員さんのほうからいかがでし

ょう。はい、松尾委員さん。 

○松尾委員 キャッチフレーズのほうですが、

「地域づくり」となっておるんですけれども、
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僕は「地域おこし」。「おこし」と書いたほう

がいいのではないかなと。それで、「づくり」

はあくまでもつくるんであって、「おこし」の

ほうは既にやっておるところをもっと盛んに

する、そしてまた新しいところはそれを始め

るという意味があると思いますので、ぜひそ

ちらのほうが。同じ「づくり」「づくり」ばか

り下のほうまで入ってくるよりも。と思って、

ちょっと考えました。ご検討ください。 

○大橋座長 松尾委員さんのほうから「水害

から生命を守る地域づくり」、基本的にはこの

言葉でいいのではないかということでござい

ますね。ところが「地域づくり」で、「地域お

こし」ということのご提案が今ありましたが、

この作業部会の中でも、下のほうが皆「地域

づくり」「地域づくり」という状態になってい

るから、そのキャッチコピーの中にも、要す

るにそれをタイトル、いわゆるキャッチコピ

ーの中に上げたというような状態が、余り「地

域づくり」という議論はしていなかった点が

あるんです。確かに今、松尾委員さんがおっ

しゃったように、興すということになった、

今眠っているやつを興すという意味で、そう

いう形でそっちのほうがいいのではないかと

いうご指摘がございました。 

各委員さんのほうからのご意見を賜りたい

と思いますが。はい、中井委員さん。 

○中井委員 私は「地域づくり」でいいので

はないかと思います。興し、確かに今、町興

しというのでいろんな産業を発達させるとか、

いろんな新しいことが行われていますが「地

域づくり」で、今ないところは新しくつくる、

それでちゃんと組織ができているところはも

っといいものにしていくというぐらいで、全

体に拡げていくというようなこともあるので、

「地域づくり」というようなことでいいので

はないかと思います。 

○大橋座長 中井さんのほうから、今、原案

でいいかなということのご意見でございます

が、中村委員さん。 

○中村委員 私が提案させてもらったのは、

たしか「県土つくり」というふうに提案させ

ていただいたんですが。やはり「地域づくり」

は「地域づくり」なんですけれども、滋賀県

全体を水害から命を守るということになって

くると、「おこし」よりも「つくり」のほうが、

この「つくり」のほうがいいのではないかな

と思っております。以上です。 

○大橋座長 他にご意見、どうでしょう。歯

黒委員さん。 

○歯黒委員 私もこの「地域づくり」がいい

のではないかなと思うんです。「地域おこし」

は、今まで議論してきた中で、ちょっと違う

意味があるのではないかなと思いますので、

「地域づくり」のほうがよいと思います。 

○大橋座長 皆さん、各委員さんのほうから

異論が出てまいりました。要するに、そうい

う議論の中では、キャッチコピーは「水害か

ら生命を守る地域づくり」という形で皆さん

のご賛同いただけますか。松尾委員さん、よ

ろしいですか。 

○松尾委員 結構でございます。 

○大橋座長 それでは、一応キャッチコピー

については、この件につきましても、地域は

地域で守るんだとか、いろんな状態で出して

まいりまして、このタイトル、非常に難しい

状態ではあったんですが、作業部会でも皆さ

んの出されたご意見を参考にさせていただき

ながら、こういう形でまとめさせていただき

ました。 

ただ、先ほど申されましたように「生命」

と書いてあるのを「命」の一字にするかとい

う形の点でございますが、言葉の響きからす

るならば、この「命」一字のほうが、響きと

しては伝わりやすいんじゃないかなと。先ほ

ど言われたように、「生命」と書けば「いのち」

と振り仮名を打たんことにはちょっとわかり

づらいというのか、表現しにくいということ

もございますし、その辺は皆さん、いかがで

ございましょう。 

はい、中井委員さん。 

○中井委員 中井です。 

私は「生命」というのがいいように思いま

す。「生命」というので、それで「いのち」と

いう振り仮名をつけるといいと思います。た

またま私が大学で最初に習ったというか、読

んだ本が「生命の起源」という、これはオパ

ーリンという方が命はどうしてできていくか

ということを書いた画期的な本だったのです

ね。だから「生命」というほうが。「命」とい

うことですが、確かに命を絶つとか自殺とか

そんなようなことでは命なんですけれども、

何か尊厳というのですか、重みがあるという

ので、「生命」のほうがいいのではないかと思

います。自分勝手な考え方ですが。 

○大橋座長 はい、中村委員さん。 

○中村委員 私もこれを「いのち」と読むと

いうことでいいと思うんです。ただ、例えば

俳句なんかだったら、読み手が勝手に読んだ

らいいと。そうするとこれ、水害から「せい
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めい」を守るというふうに読む人もおるだろ

うし、「いのち」と読む人もおるだろうと思う

んです。そうすると、我々として、どっちで

読んでもらいたいのだという心が出てこない

んですね。ですから、ここは平仮名を、先ほ

ど、多々納先生と中井さんがおっしゃったよ

うに、「いのち」という振り仮名をつけたほう

がいいのではないかと思います。 

○大橋座長 今、二方のほうからこのままで

いいんじゃないかと。そこへ「いのち」と平

仮名を振ったらどうかということのご意見で

ございますが。 

はい。 

○多々納アドバイザー いいのですけれども、

感じだけで申しわけありませんが、「命」と書

いたときには「みこと」と読むときもありま

すよね。だからどっちかというと、余りこう

いうところでこういう話をしてもいいのかど

うかわかりませんが、要するに大和的な感じ

が非常にしますね。だから、魂的なイメージ

がしやすいのは一字のほうだと多分思います。

それで、「生命」と書いていくと、ライフとい

うか、生きているものという、そういうイメ

ージが強いと思います。要するに、この地域

にある滋賀の魂みたいなものを守るという議

論を前に出したかったら一字で書いて、多分

それでも「いのち」と書いたほうがいいかも

しれません。そういうふうにするか、あるい

はむしろ本当に鬼気迫る、生命を守ることが

非常に重要なんだというところに重きがあれ

ば、むしろ生きるがついているほうかなと、

こういう感じがします。 

自分の感覚だけで言って申しわけないんで

すが、そんな感じがしておりまして、ここは

皆さんでどちらがいいかご検討いただいたら

一番いいのではないかと思いますが。 

○大橋座長 はい、成宮さん。 

○成宮委員 このごろ地域活動をするに当た

って、大人の世界だけで話しているよりも、

むしろ子供に言って、子供から大人に伝達し

たほうが早くまとまるんですね。「お父ちゃん、

お母ちゃん何してんの」とか「学校ではこん

なこと言うてはるで。家ではせえへんの」と

かね。ごみの収集の問題もそうなんですが。

そっちのほうがむしろ早く、「いのち」のほう

が小学校１年生の子、もしくは保育園の子か

らもその辺は、「いのち」というのは理解でき

ますから、言葉は。真実のところまではわか

りませんけれども、「いのち」という言葉はわ

かりやすい言葉として伝えやすいのと違うか

なと。 

ここの「知恵を広める」の項目にも、何か

そういう副読本みたいなものをつくって、水

害というものは地震と同じように本当にこん

なに怖いよとか、何かそういう地震と一緒に

なったようなやり方で、むしろ火災も含めて、

何か一つの副読本みたいなものをつくって、

そして学校にまず出前をしていただけないか

なという気がするんです。 

あるいは、官のほうで手が足らないという

のだったら、行政のＯＢはいっぱいいるだろ

うと思うし、そしてそれにたけた、消防防災

のほうに一生懸命になっている方はいらっし

ゃいますので、そういう方に副読本を利用し

て、応援というとおかしいですが、自分の経

験も踏まえて話ができるのと違うかなと。い

や、私が出たいから言ってるんじゃないです。

これはそういう方が多いから、そういう役割

を持った方が結構いるんじゃないかなという

ことで、しかけづくりの一つとしてそういう

ことをやっていったらどうかなというふうに

思うんです。 

大人の世界は、耳はあっても、右から左へ

抜けてしまっている人が結構多いものですか

ら、そういうふうなこと。地域興しをやって

いる、地域興しというとあかんらしいんです

が、つくりよりも興しのほうがおもしろいな

と思ってやっているんですけど、そんな感じ

で大人のほうへ入れるよりも、むしろ子供か

ら大人に伝えたほうが割合早くいくのではな

いかなというふうに思っています。 

○大橋座長 今、成宮委員さんのほうから、

いわゆるこのメンバーが地域に帰って、これ

からやはりこのリーダーとしていろんな取り

組みをしていただかないかんのではないかと。

そのためにも、いわゆる子供たちにそのこと

を伝達していく、副読本等々でいわゆる出前

講座みたいな形で勉強会をするなりしていっ

て、やっぱり認識を高めていくということは

必要やないかというご意見だったと思います。 

既にこれは、全部終わった後、これからど

うあるべきかということの議論にしていきた

いなと。今、成宮さんがおっしゃった状態は

参考にさせていただいて進めていきたいなと

思うんですが。今、改めてこのキャッチコピ

ーの中で３つ出ました。いわゆる「いのち」

とするという問題と、「生命」とこのままの状

態で平仮名を打つという問題と、「命」という

一字の状態で「いのち」と平仮名を打ってこ

れでいくということの３つの案が出たんです
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が、さあ、これはどうしたら。皆さん、一人

一人のご意見を聞きながら、多数決というの

か、もうそうしなければいろいろありますで

しょうし。 

今出ていましたのは、中井委員さんや中村

委員さんは、今のこのままでええやないかと、

それで「いのち」と平仮名をつけて決めたら

いいのではないかなと。成宮さんは「いのち」

という形でしたほうが子供たちにも理解して

いただけるのと違うかということが出ました。

あと残された皆さんのほうで、ちょっとご意

見を賜りたいと思いますが、杉本委員さん。 

○杉本委員 私はこれに関して異なった見方

をしてます。命というよりも、危ない人、い

わゆる私たちが命を守るというたときの対象

の人がだれだろうかと。その人たちに一番Ｐ

Ｒがいくほうがいいのではないかと。一般の

人よりも、私は一番危ない人にどうこうとい

うのが、やっぱり命を守るのには一番大切だ

と。そうすると、そこにＰＲできる話だった

ら、「命」か「いのち」、どっちかではないか

と思います。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。

歯黒委員さん。 

○歯黒委員 読み方についてですが、「水害か

ら」の「から」は平仮名ですし、そこへ「い

のち」とすると平仮名ばかりで、その次のい

のちを「守る」は漢字ですね、その「を」ま

でが平仮名になります。「命」よりも「生命」

と書いて「いのち」と振り仮名を振っていた

だくのがよいのではないかと思います。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

あとお二方さん、はい、お願いします。 

○北井委員 北井です。 

歯黒さんがおっしゃったように、確かに「い

のち」を充てると何かぴんと来ないなと思っ

ていたんですけど、ちょっと平仮名が多く続

いてインパクトに欠けるような、見た目の字

面のところで少しぴんと来ないなと実は思っ

ています。それで、漢字２文字か１文字の「命」

とするかどちらかという話では、私は「命」

というほうが、何かちょっと身近なように感

じまして、暮らしの中から自分の命と考える

ときに、この１文字というのが結構身近なよ

うに思えたので、２文字より１文字の「命」

とするほうがいいかなと思いながら聞いてお

りました。 

以上です。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。 

柴田委員さん。 

○柴田委員 柴田です。僕も平仮名のやつは

平仮名が続くのでとちょっと思っていたんで

すけれども、ただ成宮さんがおっしゃったよ

うに、副読本をつくるときに平仮名のやつで

子供たちに伝えていけば、むしろ全体として

はいいと思います。こちらは県民宣言として

出すもので、副読本として子供を対象にした

ものには平仮名でわかりやすく書くのがいい

のではないのかなと思いました。 

それで漢字１字と２字のものですけど、僕

は最初２字派だったんです。「生命」と書くほ

うだった。それは何でかというと、生命とい

うと、今、多々納先生もおっしゃっていたよ

うに、生きているものみたいなイメージがあ

って、僕的には、人間の命もそうだし、ある

いは動物とか植物とか世の中生きとし生ける

ものみたいな、何かそういうイメージがあっ

たのでいいかなと思っていたんです。 

けれども、やっぱりただこの県民宣言とし

て、県民の方々に訴えていくときに、どちら

のほうが身近で訴える力があるというか、ま

ずぱっと受けとめてもらえるかなというのを

考えると、北井さんがおっしゃったように身

近という、僕的にもやはり自分の周りの命と

いうのを考えたときに、身近だなと思うのは

漢字１字なので、こちらのほうが、命を守っ

ていったほうがいいですよという思いが強く

訴えられるのかなという、僕の勝手な意見で

すけれども、思いました。 

以上です。 

○大橋座長 さあ全く、「命」と「生命」とに

分かれたような状態になりました。 

はい、成宮さん。 

○成宮委員 おります。 

○大橋座長 「おります」と。いや、おりて

いただかなくても結構なんですが。そうする

と、どちらにしていただいたらいいんですか。

１字ですか。 

○成宮委員 どっちかというと、１字のほう

がいいと思います。 

○大橋座長 杉本さんも「いのち」か１字か

ということだったから、１字でということで

ご理解をいただけるのですが、そしたら大体

その方向で、今ここで書いていますのは「生

命」と書いているのを「命」という形にして、

これも平仮名を打つんですか。よろしいです

か。「命」は平仮名を打たずにそのまま漢字の。

よろしいですね。 

「生命」ではなしに「命」という形で、い

わゆる「みこと」呼ばれるかは別にして、こ
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の「命」として、まあ「みこと」と余り読ま

ないでしょうと思うし、「命」ときっと訴えら

れると思いますので、それではこのキャッチ

コピーについては、皆さんのいろいろご意見

をいただいて、最終的に「『水害から命を守る

地域づくり』 滋賀県民宣言」という形で確

定させていただきたいと思いますが、よろし

いですか。ありがとうございました。 

それでは、キャッチコピーについてはこれ

でまとめていただきましたので、大体自助・

共助については皆さんのご意見を賜りまして、

あと一部作業部会で修正をさせていただくと

いうことでご理解をいただいたと思っており

ます。それではちょっと多々納先生のほうか

らここまでのコメントをいただきたいと思い

ます。 

○多々納アドバイザー 紆余曲折ある中でい

ろいろ真剣にご議論いただきまして、非常に

心のこもったものになっているかなと思いま

す。ただ、言葉足らずのところもやっぱりあ

りますよね。これから先は、ここで書いてい

るのは非常にシンプルで提言という形で出て

いくんですが、恐らくこれに命を吹き込むと

いうか、それぞれの書いていることの中身が

何なのかと、解説みたいなものが将来は要る

かもしれないなと思ったりはします。 

要するに、先ほど成宮さんがおっしゃった

ように、行政が地域に防災組織をつくれつく

れと言っても、結局もともと頑張っている人

にさらに頑張れと。何にも、行政のほうは人

数を減らして仕事を押しつけているだけでは

ないかなと、こういうふうに見えますと。そ

れをサポートするようなことは、この中に盛

り込めているのかというような話がありまし

た。 

例えば、実はこの「・自主防災を担う活発

で持続的な組織を持つ」と書いてある、この

「持続的な組織を持つ」という言葉一行の、

わずかな３文字ぐらいでそんなことを持って

いたり、中でも例えば「行政は、川沿いで連

合して防災組織を作るなど、人口の少ない過

疎地においても防災組織ができるよう支援す

る」とかいって、過疎化とかの話も多少考え

ていたりはするのであります。が、この一行

だけぽっと取り出してそうなんだということ

を言うには伝わるのかという問題がやっぱり

あります。恐らく、提言は長ければいいとい

うものでは多分ないので、提言としてはこれ

でよいと思うんですが、特に、逆に滋賀県の

ほうにお願いしたほうがいいのかもしれませ

ん。こういったものを、例えば県民の皆様向

けに出させるときとか、あるいは関係の市長

さんのほうに出していただくと、市町村さん

のほうに出していただくときとかには、でき

るだけわかりやすくなるように、少し解説文

を追加していただいて、この心はこういうこ

となんやというのが、ここで出てきておりま

した議論等を踏まえて追加していただけると

非常によいかなと、こういうふうに思います。 

非常に、まだまだ足りないところはあるん

でしょうけれども、ここの提言で書いてある

ことは、むしろ皆様方がおっしゃったことの

生の声に近い言葉が残っているので、だから

逆に練り切れてないといいますか、行政的に

見ると、すごいきちっとした練れた文章じゃ

ない。そのかわり肉声がちょっとだけ伝わる

ような感じがします。それが非常に重要なと

ころだろうと思っております。 

これから後では、若干ブラッシュアップと

いう時間もあるのかもしれませんけれども、

基本的にこれでいくとすれば、ここの中に入

っている、多少ぎくしゃくした表現があるの

も、それも個性のうちだと思っていただいて、

ご寛容いただければありがたいなと思います。

私としては、幅広な意見がまとまって大変よ

かったのではないかと思っております。 

以上です。 

○杉本委員 私、先ほど、公助もこの中に入

れてもらってという話で了解したんですが、

正式に出ていくときには、このツリーに公助

も入った姿で出ていくので、これは仮の姿だ

と解釈しておりますが、よろしいですね。結

局、正式に皆に出ていくときには、ここのツ

リーに公助も入って出ていくと、ですからそ

の公助の中でいろんなことを言えば今の舌足

らずは皆入ると、そのように解釈しておりま

す。正式に出ていくときには公助も入ったツ

リーでお願いします。 

○大橋座長 はい、わかりました。 

これから公助の件に入るわけですけれど、

時間も３時も終えましたし、ここで 10 分ほど

休憩させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

○事務局（中田） 前の時計で３時半という

ことで再開をさせていただきます。 

〔午後 ３時１７分 休憩〕 

〔午後 ３時２９分 再開〕 

 

（２）県民が公助に期待する事柄について 

○事務局（中田） それでは、お約束の時間
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の 30 分になりましたので、皆さん、準備をお

願いいたします。 

○大橋座長 それでは再開させていただきま

す。 

 公助に入るわけですけれど、先ほど杉本委

員さんのほうから、いわゆるこの提言の中に

公助も入れるんだなと、入れますという答え

をさせてもらって、そのとおり入れさせてい

ただくのですけれども、若干ちょっと違いが

あるというのが、杉本委員さんは、いわゆる

第４の根っこまでありますね、ところがその

第５の根っことして公助を入れたらどうかと

いうご意見があるわけなんです。 

 我々、ずっと考えさせてもうてたのは、い

ろいろこの第１、第２、第３、第４の根っこ

の中にも公助というのが結構入っているんで

すが、その中でまとめたやつというのか、ち

ょっと何項目かにまとめただけのやつを別に

入れたらどうかなという意見もありました。 

 それで先ほど、事務局のほうから、冒頭の

中にも、最終の今提言のまとめの中のところ

が空白になっているんですね。ここへ上げさ

せてもろうたらいかがなものかなということ

を進めさせていただこうとしたんですが、や

はり議論した中では第５の根っこの中に公助

を位置づけするのがいいのと違うかと、こう

いうご意見がありましたので、まずそこから

ちょっと調整をさせていただきたいなと、こ

う思うんですが。 

皆さんのご意見を聞きながら、まだ決めて

ないんですよ、そういう方向で行ったらいい

かなと。だから、先ほど杉本委員さんのほう

からご指摘いただいて、これも入っておるん

やなあと言われたから、私はもちろん入って

ますと答えたのは、提言素案の中には入れて

いきたいと、こうは思ってます。その中の一

番最後のページが空白になってますので、こ

このところにいわゆる公助の行政に対して求

めることについて入れていきたいと、こうい

う考えでございましたが、若干その思いがず

れがございましたので、ちょっと調整をさせ

ていただいておきたいなと思います。 

 成宮さん。 

○成宮委員 昔から、昔というとおかしいで

すけど、以前、「川づくり会議」というのがあ

りましたね。あのところに、検討しますを始

めとして、いろんな公助のところが出ている

んですね。それはもう、いまだかつてできた

ことはない。「川づくり会議」のその後の状況

から考えて。 

 これを入れるのではなくて、自助・共助の

中にこの公助があるというふうな感覚に持っ

たらどうなんでしょう。そうすると、要する

にみずから立とうとしているところ、そして

ともに立とうとしているところ、力を合わせ

て立とうとしている組織並びに人に対して、

そしたらそれは「公」が補助をします、ある

いは支援をしますという感覚にまずすること

が大事ではないかなというふうに思います。 

 地域でまちづくりをやっていて、「何でもか

んでも行政に言うたらええんけ」という人が

非常に多いようです。こうした中で、今、金

が余っているんなら別だけれども、滋賀県の

金庫の中には恐らくほとんど入ってないやろ

うというふうなことから考えると、その時期

が来るまではやっぱり、その２つの項目、い

わゆる公助という項目ではなくて、自助・共

助の中に公助があるというふうな位置づけに

思っていたらどうなんでしょう。そのほうが

むしろスムーズではないかなというふうに思

うんです。 

 以上です。 

○大橋座長 今、成宮委員さんのほうから、

第４の根っこまでが自助・共助となっている

んですが、もう既に入っているわけですけれ

ども、別にその第５の根っことか別枠に設け

ずに、その中でこの公助の役割をここに盛り

込んでいるのだからそれでいいではないかと

いうご意見が出ているのでございますが、他

の委員さんのご意見も。はい、中村委員さん。 

○中村委員 私も賛成なんですけれども、た

だこの緑の次の枠がありますね。その①、そ

の②、その③とある。ここのところに一つ公

助のことを、ちょっと今いい文章を思いつか

ないのですけれども、行政も努力をするとか、

何かそういう、もっともっといい言葉で考え

ないといけないのですけれども、そういうも

のをその④として追加をしておかないと、追

加をすることによってこの中にも公助を入れ

ていったらいいのかなと、こういうふうに私

は考えます。 

○大橋座長 今、中村さんのご意見は、成宮

さんと同じように、要するにこの第４の根っ

この中に公助を盛り込んでいって、その中の

「水害は必ず起こるという覚悟をもって」の

その位置のところに、この公助というものを

うたったらどうかと、こういうことですね。 

○中村委員 ただ、実際に川を改修するとか、

そういうものについてはちょっともう一つ枝

をつくらないといけないかもしれませんし、
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それは議論の末だと思うのですが、できるだ

けこの中に入れていくということでいいのか

なと。そして、その④を何か追加すると。 

○大橋座長 はい、松尾委員さん。 

○松尾委員 私は公助につきましては、全く

「公」としてやってもらう部分と、やはり「共」

とともに重複するところがあると思うんです。

そのあたりのすみ分けをどういうぐあいに

「公」とともに考えていくかということが大

切であって、「公」がすべて「共」の部分と重

なっている部分がありますので、例えば救援

にしましても防災費用にしましても、皆、や

はり「共」とともに「公」も協力を願わんな

らん部分がたくさんありますので、やはりハ

ード的な部分は「公」に全くお願いしなきゃ

だめな部分がすべてだと思っておりますので、

別にこうわざわざ枠に入れなくてもいいじゃ

ないかというように私は思うんです。 

 一番初め、委員長さんがおっしゃった考え

方で私はいいのではないかなと思っておりま

す。 

○大橋座長 杉本委員さん。よろしくお願い

します。今の件で、第５の根っこの件か、今

おっしゃったようにこの第４までのやつの中

で、いわゆる住民と一緒になったところで

「公」の役割を位置づけしたらいいのと違う

かと、こういうことなんですが。 

○杉本委員 私の提案は一番初め、ここの最

初のところで言いましたが、皆さんがだめや

と言われましたので。自助・共助における、

ここのところに一つ入れておいたらどうです

かというのが初めの提案ですけど、入れない

とおっしゃったので、「公」は「公」で、公助

をきっちりやらないといかんなというふうな

意見に変わったわけです。 

 それで最初に、ここに自助・共助、それか

ら県民が公助に期待する事柄についてという

のを、この例えば提案の素案のところに表題

として、入れていただいたらそれでいいので

すが、それをやめるとおっしゃったので、ど

こかで入れないとだめだなというふうに解釈

をしました。 

○大橋座長 ということは、杉本委員さん、

改めて第５の根っこで、公助なら公助のもの

について入れるということでなくてもいいと

いうことですか。 

○杉本委員 ええ。表紙のところに入れてい

ただければ結構です。 

○大橋座長 今はそれぞれ皆さん、住民とい

わゆる行政とのかかわりというのが関連性が

あるから、根っこの中に入れておいたらいい

のではないかと。ただ、先ほど言われたハー

ド面の、河川改修を進めてほしいとか、継続

してやってほしいとか、いわゆる水管理、河

川管理をどうするか、それをどう位置づけて

いくかということがあるんですね。だから、

そういう問題がございますので、この空白に

なっているところにそういう問題、いわゆる

ハード面とか、住民がかかわる問題やなしに、

その分の位置づけをどうするかということの

議論になると思うんです。 

ほかは住民とのかかわりがあるので、行政、

我々はこうするのでこうしてほしい、行政は

こうしてほしいということがもう盛り込まれ

てきたのではないかなと。そのために杉本委

員は、もうすべて「公」が入ってあるのやと

したら、自助・共助、ここに公助も位置づけ

したらいいのではないかと、先ほどもこうい

うご指摘があるんですが、今日まではいわゆ

る自助・共助だけ議論してきましたので、そ

ういう点でここには抜けておって、最後にそ

の公助の分も入れてもらって、それでこの公

助ということを位置づけするという思いがあ

りましたので、若干ずれてあるということで

ご理解いただきたいと思います。 

 それではとりあえず、先ほどの皆さんのご

意見なんですが、公助に向けての県、いわゆ

る住民の思いというのか、その部分を進めさ

せていただいてよろしいですか。 

 はい。 

○多々納アドバイザー 作業部会のときにど

んな話をしたかということを、ちょっとサマ

リーさせていただいたほうが恐らくわかりや

すいだろうと思うので。 

 これは両方意見が出てまして、第５の根っ

こに入れませんかという話と、それから、そ

うはいってもオーバーラップするところがや

っぱりあるので、そういうところではなくて、

自助・共助編と、それから公助に対しての要

望事項、これは言われているのはここに書い

てあるとおりなんでしょうが、期待する事柄

と書いてあるんですね。こういうことを期待

してますと。で、その期待している中身には、

かなりその今のところの、県民としてこうい

うことをやりますと言っている部分と両方が

重なるところがありますので、わかりやすく

するためには、期待する事柄の中に、県民と

してやりますと言っているところへのサポー

トの話も盛り込んだほうがいいのではないか

なという話がありまして。 



2008.10.29 滋賀県流域治水検討委員会第 7回住民会議 

 

- 17 - 

 したがって、その純粋なる公助でお願いし

なければいけない部分も含めて、この提言書

の後半部分といいますか、この一番最後のペ

ージが白くなっているのですけれども、この

白いところ以降に今のようなものを入れたら

どうかと。そうすると、それで第５の根っこ

に相当するようなページが一つでき上がって、

それがコンパクトであれば、言い方を変える

と、それ自身が行政に対する要望一覧という

形になるので、それも一つわかりやすくてい

いのではないかなと、こういう意見であった

ように思うんです。 

だから、現在のところはそういう考えで、

第５の根っこをという整理の表も作業部会を

やったときにはあったのですけれども、それ

が第５の根っこそのままに書こうか書かない

かという、きょうの資料を準備するに当たっ

てはそういう議論になりました。 

 したがって、次のところの公助に向けての

要望事項としては、多分この住民会議からの

提言と書いてある、この言葉がいいかどうか

わかりませんが、ここの宣言の内容ですね、

「水害から命を守る地域づくり」というもの

の中に、ストレートにこれ自身は何かという

ことが問題で、県がやること、県も含めて滋

賀県全体の県民も含めて全部やることという

ふうにするか、もしくは住民が主体として頑

張ってやろうと思っていることなんだけれど

も、県にもそれをやるに当たっての要望事項

も書いてあるという形でまとめていくという

のか。今のスタイルはそういう形になってい

るわけです。 

 ですから、その点ご了解いただければ、多

分、後からまたつけ加える、つけ加えないは

できると思いますので、公助に対しての、い

わば行政の活動に対しての期待する事柄とい

う部分についての議論を実質的に始めたほう

が建設的かなと思うのは思うんですが。いか

がでしょうか。 

○大橋座長 杉本委員さん。 

○杉本委員 といいますのは、先生の意見と

同じなんですが、ここに「目指します」とい

う言葉が書いています。ここが第１番ポイン

トなんです。私たちが目指しても、公助のほ

うのレベルが、私たちが期待するレベルとに

差がありますと、私たちの言ったことは言っ

ただけの話で何の実現性もないんです。私の

言っていることはその１点なんです。 

 実現性のないものを提案しても全然だめと。

問題はそこなんです。実現したいので、その

ところに対してどのようにと。もともと実現

しそうではない話やったら、「こんなことを目

指します」なんていう必要はなくて、やった

らいかんのです。そこのチェックができてな

いと。 

 一番大事なとこです。実際に何がやれるか。

やりますというても、全然かけ離れているよ

うやったらいかんのです。それを言うてるわ

けです。ですからそれを入れて、自助・共助・

公助というのでやらないと、目指しただけで

レベルが違ってたら無理というところが一番

言いたいとこなんです。 

 余りレベルが違い過ぎたら、この提案のと

ころは一部は直さないかんのです。直すとこ

はどこだろうかというのをこれから議論した

いという感じがします。あんまり無理なこと

を言うてたら直さないかんのです。 

○大橋座長 わかりました。 

それでは今回の問題に入っていくわけです

けれども、今回、公助、いわゆるここの住民

が行政に期待することになろうと思いますが、

今回は前にボードがございまして、白紙がご

ざいますから、皆さんのご意見を全部、北井

委員に書いていただこうと思っております。

皆さんのご意見を言うていったやつを全部書

き上げていただくということで、まとめてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願

い申し上げたい。いわゆるフリップチャート

方式ということで、公助について。 

 北井さんに、ボードを書くように段取りを

お願いしたいと思います。 

 それでは、それぞれ各委員さんのご意見を

お伺いするわけでございますが、前回、事務

局のほうから説明がありました。滋賀県が今

後実施しようと考える公助の抜粋版として、

資料３ということで用意されておりますので

参考にしていただきながら、皆さんのご意見

を賜りたいと思っております。 

 北井さん、よろしいですか。 

 それでは、各委員さんのほうからよろしく

お願いしたいと思います。 

○中井委員 よろしいでしょうか。 

○大橋座長 はい。 

○中井委員 私、非常に大事やと思うのは、

何というんですか、この抜粋の 14 ページでし

ょうか、ここに、まず⑤の「安全な土地利用・

住まい方の誘導」ということがございます。

それで、ほかのところにもあるのですけど、

やはり土地というところで、水害に対して安

全なところではなしに、特に危険な土地とい
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うのが必ずあると思います。だからそういう

ところの土地の利用規制というのでしょうか。 

結局、土地を買うのは業者です。だから、

そこに家を建てさせるということなのですけ

ど、やっぱりそこのところにまず行政側が、

そういう土地に家を住宅地をつくろうとする、

そこのところにちょっと規制というのですか

ね、こういう基準を満たさないと家はつくら

せないよというぐらいの、そういうものがな

い限り、非常にこれらの言っていることが実

現というのが難しいのではないかと思います。 

○大橋座長 土地の規制問題ですね。 

○中井委員 土地の規制というか、土地利用

の規制というのですか。 

○大橋座長 土地利用の規制ということです

か。はい。 

 松尾委員さん。 

○松尾委員 そこの今の中井委員さんの続き

です。 

 これはやっぱり、特に戦後の都市計画の失

敗です。こういう地域に住宅を建てたという

ことは。私はそう思っております。 

 河川におきましては、保全区域、芹川です

と土手から 50ｍは保全区域でありまして、そ

れに物を建てる、または工作物を建てる場合

は許可申請をしなければなりません。それが

やはりずさんになっておりまして、私もこう

いう会に入り出したのもその申請のつながり

で、ずずずっとこう入ってきてしまったとい

う状況でして。大変、都市計画に対しての今

までの法規制が間違っておったんじゃなかろ

うかと。 

 特に流域の部分には、周りには田畑が多い

ですし、この前は日野川を見せていただきま

したが、あの設計自身、あの障害者の施設も

私から言えば完全に、滋賀県の設計事務所で

はなかったんですけど、浸水地域であること

がわかってない人にそういうものを依頼した

ということ、コンセプトが練れていないこと

を考えますと、ちょっと問題点があるんじゃ

ないかなあと。 

 浸水地域ですから、そこにああいう公共施

設を建てたということに、私はやはり問題点

があるのではないかなと。これはやはり宅建

業者さんにも同じようなことが、よう行政も

指導していけなかった部分があるのではない

かと思っております。 

○大橋座長 はい。中村委員さん。 

○中村委員 そしたら、ちょっと多くなりま

すが、全体的にまずハードの面といいますか、

河川改修とか湖沼の改修というか、そういう

ふうなものに対するものについては、いわゆ

る５カ年計画とかいろいろつくられていると

思いますが、計画に基づいて、財政の許す限

り努力をお願いしたいというか、これがまず

第一にあると思うんです。 

 それから２番目には、水害を起こさないと

いうためには、まず河川の源流におけるとこ

ろの森林の涵養なり、河道なんかのいわゆる

管理ですね、草刈りも含めて管理。中間山林

も含めますけど。今書いていただいてますが、

そういうこと。 

 それから、河川の管理、特に公害なり琵琶

湖の関係も含めて、やっぱり滋賀県としては

その点について、単なる草刈りとかいうだけ

ではなしに、河川浄化、公害対策も含めた管

理というものをやっていく必要があるのでは

ないかなというふうに思っております。 

 それから今、中井委員からも言われました

土地利用計画であるとか開発許可であるとか、

建築確認であるとか、こういうものについて

危険な区域についての基準を厳しくやってい

く。それにあわせて遊水地を確保していく。

その次は、土地利用計画。 

○北井委員 一緒にしててもいいですか。 

○中村委員 ええ、一緒にしててもいいです

よ、土地利用計画。それは開発許可。土地利

用計画というのはどちらかというと都市計画

的なんですが、開発許可というのは少しまた

範囲が違うのですが、開発許可も含めてです

ね。それから、建築基準法上の指導によると

ころの、例えば１ｍかさ上げしてやらすとか

いうのは建築基準の問題、まあ開発許可もあ

りますけれど、建築の確認のときの問題であ

ると思いますので、そういうふうな規則の乖

離性ですとか、そういう規制というものを検

討いただきたいと。そういうことになると思

います。 

 それから、遊水地の確保ということです。

特に新しく開発されるところについては、現

実にそういうものをやられておいでですけれ

ども、より一層そういうことを進めるととも

に、いわゆる公園とか、今の空地のあるとこ

ろの下にはそういうふうな遊水地等を求めて

いくとともに、また各家を建てられる場合で

も、家のいわゆる地下といいますかにそうい

う遊水地のようなものを設けていく。これは

日本の場合は木でつくっておりますので腐る

というふうな問題、腐食するという問題があ

るんですけど、こういう点について、庭の下
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にそういうものをつくっていくとか、そうい

うことが必要なのではないかなと。 

 あとは、いわゆる自助・共助の部分を助け

ていく問題として、情報について。２つある

のですけれども、前に竜王のときに申し上げ

ましたように、１つはいわゆるこういうふう

な災害が起こりますよ、水害が起こりますよ

というふうな事前のそういうふうな情報と、

それから水害なり雨が降っているときに、避

難してくださいよというふうな情報と、２種

類あるんではないかと思いますが、情報につ

いてきちっと住民に伝わるように、特に避難

については緊迫感を持ってやってほしいと。

これも何度も申し上げてますが、そういうふ

うなことについての要望。 

 それから研修ですね。特にリーダーが熱く

なるような研修というものを考えてもらう必

要があるのではないかなと。自主防災会とか、

それのリーダー等に対する研修ですね。出前

講座とか、いろいろな言い方で言われており

ますけど。それで特に、少なくともこの全県

下に自主防災会を、もちろん自治会と一緒に

重なってもいいわけですけれども、構築する

ということがやっぱり必要ではないかと。災

害がどこで起こるということは、これは危険

なところ、今まで危険であったところだけが

起こるとは限らないと思いますので。どこで

起こるかもわかりませんから、やはり全地域

について自主防災会をつくるように、これは

市町村と協力してやってもらわないといけな

いのではないかなと。 

 防災訓練の話は、水防訓練といいますか防

災訓練の、やっぱり自主的にもちろん共助の

中でやっていかないといけないことではあり

ますけれども、やはり初めは行政のほうから

そういうことを応援をしていただくというこ

とが重要ではないかなと。防災訓練ですね、

単なる研修ではなしに訓練、実際に訓練を、

やっぱりマニュアルをつくったりルールを、

例えばその防災会なり自治会でつくるにして

も、まずは行政でマニュアル的に、先駆的に、

パイロット的にそういうようなものをやって

いくということが必要なのではないかなとい

うふうに思います。 

 大変たくさん申し上げましたけど、私の気

がついたこと、ちょっと私も体の調子が悪い

ので、最近、検討をあんまりしてないのです

けれども、前から思っているようなことだけ

を申しました。以上です。 

○大橋座長 はい。中村委員さんのほうから、

先ほど出ましたように、行政に対して期待す

ること、求めていることとですね、自助・共

助と同時に支援するというのか、その意味の

２つに分けて今お話しいただいたんですが、

それを今こちらにも書いていただいておりま

すが、それぞれまたダブってもなにかと思い

ますし、皆さんからのご意見を賜りたいと思

いますが。 

 はい、成宮さん。 

○成宮委員 過去にもしゃべらせていただい

たのですが、例えば時限立法みたいな感覚で、

10 年間は自助・共助のほうに必死になってい

ただくようなティッピング・ポイントを見つ

け出してもらう。そしてその 10 年間に、税で

も何でもいいと思うのですけれども、できる

だけ不要なものについては支出をしないで貯

金をしてもらう、基金をつくってもらう。そ

して、その 10 年の間にいろいろ自助・共助の

話が出てくると思うのですが、そういうもの

に対して選択権を持ってその河川の管理者が

そこへ補助を出していく、あるいは支援をし

ていく、そういう形はいかがでしょう。 

 今ともかく、「ないそでは振れない」という

ふうな状況だと思います。これは国もそうだ

と思います。だから、その間にできるだけ基

金として集める。今までは琵琶湖基金がたく

さんあっただろうと思うんですが、無駄が多

かったんではないかなという気もいたします。 

 社会の変化というのは物すごく変わってい

て、私たちの地域ですら地域の最上流に、大

手企業なんですけれどもＣＳＲという形で、

いわゆる社会的な責任という形で奉仕活動に

入っておられる会社もあります。法人という

のはそういうふうに変わってきた、すなわち

資本主義社会が完全に変わろうとしているの

と違うかなというふうな気持ちを常に持って

いるんですが、こうした中で行政が生き抜い

ていこうと思うと、そのくらいの厳しい行革

というとちょっとおかしいのですけれども、

改革をしていかんとあかんのと違うかなと。

そのためのティッピング・ポイント、いわゆ

るきっかけづくりですね、そういうものを自

助・共助の中でやっていったらどうかなあと

いうふうに思うんですが、なかなかこれは賛

成を得られそうにないのですけれども、そん

なふうに常に思っています。そういう気持ち

で多分、大橋会長はされてきたのと違うかな

あという気持ちもあるのですが。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 では、皆さんのほうからご意見を賜りまし
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ょうか。歯黒さん。 

○歯黒委員 はい、まず今自分が住んでいる

ところの地盤について、知ることが大事だと

思います。 

低いのか高いのか、床下浸水するのかしな

いのか、地域の方や行政の方などと一緒に調

べていただき自分で認識していなければなり

ません。 

低いのであれば避難場所へ避難する用意が

大切ですね。また、危険箇所などを知らせて

いただいて、水害時に備えて「地域をよく知

る」という心構えが大事なことです。 

それと、滋賀県にも災害に関するＮＰＯ団

体があります。身近なところでボランティア、

ＮＰＯ団体がもっともっと増えるような支援

を行政でしていただけたら良いのではないか

と思います。 

○大橋座長 松尾さん、どうぞ。 

○松尾委員 私は敏速に行っていただきたい

のは、既に新聞報道もされましたが、芹川ダ

ムが中止になりました。これに対して、やは

りダムが取りやめられたということは、堤防

の強化、これが一番大事だと思っています。

これをどのようにやっていくかと。 

 やはり堤防には浸水もいたします。強い水

流も流れます。そして流木も流れます。洗掘

も行われます。越水もいたします。大変いろ

んな現象が起こります。ぜひこれに対して強

力裏に進めていただきたいと思っております。 

 きょう、ここに湖東振興局の河川課の課長

が芹川の土手の検査をしております。どうい

う状態に堤防がなっているかということを、

できたらここに図をかいて説明してもらえる

といいのですが、やはり堤防につきましては

どうしても浸透をいたします。そのためにど

ういうぐあいに、堤防には木が植わったりい

ろんなものがありますもので、それがどう作

用するか。 

多分、芹川の場合ですと一番底はシルト、

一応粘土層という仮定になってまして、その

上に堤防が乗っかっておるという形で、その

中に砂れきといいまして砂利ですね、砂利が

こう入って水を抜かしていくという工法にな

っておるようです。これはこの前の日曜日、

課長からお話を聞いたことを丸写しを言って

おる状態でございますので、きょう、ここで

図をかいて説明していただけばいいと思いま

す。まだ芹川では３カ所しかその堤防調査は

していないようですけれどもっと推し進める

というように話を聞いております。 

 もう１点、昔、水防倉庫が流域にたくさん

あったと思います。これをぜひ、今、犬上川

で１カ所、芹川では２カ所しかありません。

これをやはり早急に推し進めていただかなけ

ればならないのではないかと思います。そん

なに費用もかからんと思いますので、ぜひそ

ういう水防倉庫というものを準備していただ

きたい。 

 それで先ほど出ておりましたように、各家

庭に、今、東京ではたくさん行われていると

いうのは、雨水の貯留タンクを地面の上に置

くということで、それを地下埋設にしますと

大分お金がかかりまして高いので、多分二、

三万ぐらいで提供しているのではないかなと

思っておるんですけれども、そういうものを

やはり各家庭に４個か５個やったら大分、と

いからとるだけのことですから、そういう運

動をやはり進めていかなければならないので

はないかなと思ってます。 

 先ほどこうしてパンフレットに出てました、

この活動云々にいたしましても拠点が要ると

思うんです。それでここに「福知山市治水記

念館」と、大変大げさな文字が書いています

けれど、中身を見ましたら一般住宅でやって

いる拠点づくりですので、これが最低でも小

学区単位、学区単位ぐらいで設けられると継

続して続くのではなかろうかなと、ここまで

の記念的なものをやらなくても、やはり活動

拠点として、それを続けるためにはこういう

ものも拠点地として要るのではないかなと私

は思っております。ハード面的にはそういう

ことを考えております。 

やはり特に有効な貯留対策、施策はいろい

ろあると思うんですが、遊水地ももちろん、

二線堤もあると思いますけれども、これにつ

きまして、やはり行政と地域のいろんな形で

検討していく問題であると私は思っておりま

す。 

以上でございます。 

○大橋座長 あと、中井さんはよろしいです

か。 

○中井委員 中村委員のほうから、きょう、

異常気象の問題のことを言われました。こう

いう環境問題が、非常に大事だと思うのです。 

それでやはり森林を育てる。森から琵琶湖

に水が流れているということで、漁業者も今、

森林づくりにもかかわるようになってきたと

いうことも聞いています。それでもちろん、

その森林をうまくやるということもそうです。

それとやはり、育った木をうまく流通させて
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いくというシステム、木はできたけどそれが

本当に木材として使えるかという問題も出て

くるんで、そういう流通ということも入れて、

それから家を建てていくとかいうような活用

も考えて、森づくりということがやはり一番

大事なことではないかと思います。 

○大橋座長 杉本委員さん。 

○杉本委員 私、まず最初にこれだけはして

ほしいなと思います。前から地域防災アンケ

ートの結果というのを出していただいており

ます。それで、3211 分の 2484 の回答数で、

回答率 77％と、こうなっております。 

 私たち、こうして議論して、いろんなこと

を地域でやりたい、それからまたこうしてや

ってほしい、こういうことを考えようと思う

ときに 77％で、あと 23％が抜けてます。こう

して議論していてもこれだけ抜けていると、

県下、全体の中でもっと頑張らないといけな

いと思います。いろんな理想を言ってますけ

れども、ここのところを上がるように、その

努力が県もそうですし自治体の方もですね、

頑張るという話になって初めていろんな議論

ができるのではなかろうかと。 

それでぜひとも、いわゆるこのアンケート

がどうのこうのではなくて、こういう感じに

なっている組織といったらおかしいのですが、

この数字のレベルアップをぜひ図っていただ

きたいと。そうしないと、地域でこういうこ

とがやりたいと言ってても、できるとことで

きないとこが出てくるという話で、早く 100

に近くならないかなあと思っているんですが、

現在、10 月時点では 77％という数字を前にい

ただきました。それについての感じです。 

 それから２点目、その中で総合評価で極め

て低い 29 点以下とか、低いほう、30 から 39

点ですか、こういうところがあります。こう

なっているところを上げるためにはどうすれ

ばいいかと。 

何でこんなことを言いますかというと、や

はり命というのをポイントにしますと、そう

いうところの手抜かりといったらおかしいで

すけど、薄いところで命というのは失われた

りする可能性が多いので、この点をポイント

でやっていただかないと、私たちが命という

のをテーマにする限り、ここのところを上げ

てほしいということです。これを上げるには

どうすればいいかというと、やっぱり組織で

す。いわゆる県の組織も自治体の組織も、こ

れだけは、そのお金の話を成宮さんはおっし

ゃってましたけれど、これぐらいはぜひ力を

入れて、組織としてこのパーセントが上がる

ようにしていただきたい。そこのところが一

番で、そうすることによって地域防災が強く

なると考えます。 

 もう一つ、「水害から命を守る地域づくり」

で、ここにいろいろ項目が書いてます。これ

の半分以上が、ある程度行政の支援をいただ

かないとできない話に現実にはなってます。

そうしますと、やっぱり今のところではどう

見ても人が足らんのやないかと、これをどう

やって頑張ってもろうて、効率よく、こうい

うところに行ってもらうと。そうやないと、

私たちが提案している話も、現実問題で、先

ほどから自助・公助のところにこだわってま

すが、このうちの半分がある程度指導しても

らってという話です。ここのところで人材が

不足してたらどうにもならないと。 

 現在、人材が不足しているというのは、こ

のアンケートで歴然と出てきています。そこ

のところを、私たちも応援しないかんのです

けれど、頑張っていただきたいと。これが一

番のポイントでございます。以上です。 

○大橋座長 はい。柴田委員さん。 

○柴田委員 柴田です。僕が公助に期待する

ことは、あんまりハードのことはよくわから

ない部分もあるのであんまり言えないんです

けど、僕が一番ふだん思っているのは、行政

の人に地域の人ともっと話を、これは防災だ

けではないかもしれないですけれどもっと話

し合ってほしいというか、もう人材不足とか

いろいろ、お金が足りないとかいろいろ問題

はあると思うんですが、その中でも住民の方

と話し合って、住民の方とつくり上げていく

という姿勢をまず持ってほしいなというのが、

僕が一番公助に期待しているところです。 

 今、いろいろな委員さんがすごいいいこと

を上げてくださってて、僕は何を言うたらい

いかわからないのですけれども、そういうこ

とをやるにもやっぱり、行政がトップダウン

でぽんとやってしまうとか、何か住民に言わ

れているし取りあえずやりましたではなくて、

ちゃんと話し合った上で双方が納得するとい

うか、さっきの自助・共助のところに仲間づ

くりという言葉もありますけれども、公助が

その住民の仲間になって一緒にやってほしい

なというのが、僕が一番公助に期待すること

かなと思います。 

 あと、その中で、例えば本当に農村の地域

とかを回っていると高齢化とかが深刻なので、

ほかにも深刻な問題はたくさんあると思うん
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ですけれども、そういった問題に対してどの

ように対策をしていくかというのを一緒に考

えてほしいというか、そういった姿勢を持っ

てほしいなと非常に思います。 

 それと、あと子供のお話とかいろいろ出て

きてますけれども、そういった面で、やっぱ

り学校での教育というものの中にやっぱり防

災という視点を入れてほしいなと思います。

自分が今まで小学校から生きてきて、学校の

中で防災についての話がどれだけあったかな

と思うと、ほとんどなかったような気がする

んですね。その中でこれだけ、今、中村さん

もおっしゃったように、この異常気象の中で

まざまな災害が起きていると。そういった中

でどうしたらいいのかというのを、もっと幼

いときから、子供のときから伝えていってほ

しいなと、これはもちろん、公助だけではな

く住民の親とかに対する意見、話にもなりま

すけれども、そういったことを感じました。

以上です。 

○大橋座長 それぞれ一人一人、いろいろご

意見を出していただいたんですが、たくさん

いろいろ出てくる、まあこちらの自助・共助

の中で関連して出ているやつも幾つかあろう

かと思うのですが、これは整理させていただ

くんですが、私が一、二点、ちょっと要望も

含めてふだん考えていることですが、やはり

これから住民が覚悟を持ってその地域で守る、

そういう取り組みをしようと思うと、県の職

員の姿勢の問題にかかってくると思うんです。

それぞれ地域から県職員は結構おられて、県

職だけではなしに市職も含めてなんですが、

その方たちが地域に根づいてリーダーシップ

をとっていただくなり、率先して地域の河川

行政にかかわっていただく、そのことは住民

は皆見ているんですよね。 

 例えば河川愛護に行っても、「県職がきょう

は出とらへんやないけ」というようなことや

ら、「市職も出とらへんやんけ、自分ら一生懸

命やらんならん、やらんならんと言ってる者

が、言うてるだけで実際、地域の住民ボラン

ティアでやっているだけやないか」と。この

言葉で、やっぱり何をやるにしても県の姿勢

というのはきちっと住民は皆見ていると思う

んですよ。 

 私は、行政マンはいわゆる営業マンやと、

セールスマンや、県のＰＲマンやと思ってお

ります。そこのところを大きな転換をしなけ

れば、このことの実現は非常に難しい。地域

のみんなを熱い思いにさすには、その辺がや

はりこうきちっとやっていくという姿勢を示

していただかなければいかんのではないかな

と思うんです。 

 私もボランティアで幾つかやらせていただ

いておりますが、しかし持続可能な、いわゆ

るこのボランティアを継続させていただこう

と思うと、先ほどお金の問題はあんまり出し

てもいかんと言われましたが、支援という言

葉などがありますが、やはり団体補助金、活

動補助金等々については、これはそんなに大

きなお金をその団体も望んでないと思うんで

す。ちょっとやっぱり呼び水を注ぐという意

味で、そういうことをしていく。また表彰制

度なんかもすると、「ああ、わしらが地元でや

っていることを認めてもろうたなあ」という

ことで、続けていかなあかんなと。このよう

な地道なことも県は目を通していただいて、

またやる気のあるように、各団体に励みにな

るようにやっていく必要があるのではないか

なと、こんなことを特に強く思うのでござい

ます。 

 いろいろありますが、私が言いたいのは、

長く活動をやってもなかなか持続できないん

です。そのためにはちょっと県のほうも、い

わゆるボランティアで来ていただくなり、ま

たそこへ少しの呼び水をいただくなりという

形になって、やる気になり、またそれが持続

するということになるのではないかなと思う

んです。以上です。 

 はい、中村委員さん。 

○中村委員 過去に杉本委員のほうから言わ

れたことなので、私ちょっと言わなかったの

ですけれども、いわゆる県外に勤めている方

ですね、現実的におじいさん、おばあさん、

子供しか滋賀県には残ってない。極端な言い

方ですけれども、やはり県外に働きに行って

おられる方、もちろん県内でも彦根から大津

へ行っておられる方とかいろいろあると思う

のですが、この方に対する、災害のときには

休みますよと、思い切って本人も休むという

ことが必要なんですが、ちょっと杉本委員の

意見ですので言いにくかったのですけれども。 

 私はこの点については、やはり現実的に本

社が東京にある場合もありますので、やっぱ

り全国に、こういう休みますよということを

県がきちっと発信をしてほしいなと。できた

らその発信に当たっては議会の議決をしてで

もやってほしいなということを強く僕は思っ

ております。以上です。 

○大橋座長 北井さん、大体言うていただい
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たやつは書いていただいたと。 

○北井委員 書けていると思います。 

○大橋座長 特に、成宮さん、いろいろまだ

あると思いますし。 

○成宮委員 防水でさっき言ってもらったの

で。 

○大橋座長 何もかもこっちで押さえてもう

たら困ります。 

○成宮委員 私も経験者の一人として、これ

が抜けてあったなというふうなことを思いま

すのは、私も滋賀県民でして、それでＩＴ社

会の構築数、３大要素の一つにカスタマー

ズ・サティスファクションですか、これが抜

けてたのと違うかなと。すなわち自分も県民

であるということ、そして県職員であるとい

うこと、自分もお客さんであるということを

忘れてたなという持ちを今改めて、それで地

域に奉仕をするということで何やかんややら

せてもらっているんですけれども、それが現

役のときには抜けていたなという気持ちが非

常に強く感じるこのごろでございます。 

○大橋座長 松尾委員さん。 

○松尾委員 私も彦根市だけしか近くで見て

ませんけれども、産官学民という形で活動が、

ＮＰＯでも行われています。先日の日曜日の

会議でも県から来てきちっと説明も受けてお

りますし、それなりの納得を皆しております

し、やはり今後こういう活動には産官学民と

いう形でチームワークをもって協働すべきだ

と私はずっと考えておりまして、私のやって

いるボランティアは、２つとも皆そうです。

学生たちのおおいなる学生力をいかしている。

私は動いてませんが。 

 そういう状況で活動を続けているのが現状

でございます。 

○大橋座長 はい、杉本委員さん。 

○杉本委員 ＰＲさせてください。時間をい

ただき、ありがとうございます。言うのを遠

慮して言わなんだのですが。 

 私、現在、これが防災エキスパート身分証

明書で、こういうのを災害のときにはという

ので身分証明書としてもらってます。これで

活躍をという話で。この証明書とともに防災

の担当局から、私のところですと会社あてに、

仕事に支障のない限りはそういうのに対応し

てくださいという案内状が、あいさつ状が来

てまして、自分の仕事のあるときは別ですけ

れど、ないときにこういうことがあったら便

宜を図ってくださいと、こんなものをもらっ

てます。 

 そういう手続きをして、この間も練習した

りやってますけれど、やっぱり積極的に、今

おっしゃったように私たち勤めている力をで

すね、県外も県内もそうですけど、利用する

のが人材としては一番豊富ではないかと思い

ます。 

○大橋座長 大体いろいろこう出てきたので

はないかなと思うんですが。柴田委員さん。 

○柴田委員 本当に僕が思うのは、さっき松

尾委員さんが、学生をこき使っているという

お話がありましたけれども、学生をこき使っ

てもらうのはいいのではないかなと。あんま

り僕が言うとあれなんですけれども。やっぱ

り学生のうちに体験したこと、まあ僕はまだ

学生ですからわからないですけれども、体験

したことというのは、その後というのに何か

しらの影響を与えるなり、その人の財産にな

ると思うんですよね。そういった意味で、逆

に学生だからやらせないというのも変な話で、

学生だったらやらせるというか、やってみる

というのも非常におもしろいのではないかな

と思います。そういう意味で、その防災活動、

防災に関して、そういういろんな幅広い人を

巻き込みながらやってほしいなと思います。 

 今まで別に行政が悪いとか住民が悪いとか

ではなくて、過去は過去でそうだったので、

その次、今後どうするという話を公助なり自

助なり共助なりの中で見つけていけたらいい

のではないのかなと思います。 

 すいません、何か余り公助には関係ない話

なんですけど。 

○大橋座長 北井さん、書いてもらっている

けれど、一言二言、言いたいだろうと思いま

すので。 

 柴田君、書いてやってくれませんか。 

○柴田委員 はい、書きます、では。 

○北井委員 ちょっと落ちついてから。 

行政の公助に望むこととしては、今も十分

それは検討されているのだと思うんですけれ

ども、その地域に本当に合った河川整備だと

か、そういう河川の補修をするとか開発をす

るとかいうときに、その地域のことをきちん

と調べて、調査して、それでどういうものが

一番いいかというのを、すごく公正なところ

からいろんな策をちゃんと吟味してもらって、

次の開発の方法を決めるというようなことを

やってほしいなあと思います。 

 河川のことではないのですが、私は実家が

合併反対の何か住民投票があったところなの

ですけれども、そこの反対派のところの会合
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に行ったら反対の意見ばっかりを聞くし、賛

成派に行ったら賛成の意見ばっかりを聞く。

では、一体何が本当にいいのやというのを選

びにくいなと、住民の目では選びにくいなと

思って、それをだれが一体教えてくれるのか

と思ったときに、そういうふうなことを行政

の人の中立な立場、中立な立場というのはも

しかしたら語弊があるかもしれませんけれど

も、そういう立場で本当にいいもの、悪いも

の、ここはこういう点がいい、ここはこうい

う点が悪いというのをきちんと提示するとい

うふうなことをしてほしいと思いましたので、

そういうことを期待したいと思います。 

 とりあえずはそれぐらいで、はい。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。 

それでは、皆さんのほうから大体出尽くし

ている状態なんですが、これは自助・共助の

中でいろいろ議論して、ここで抜粋されてい

るやつが結構ありますので、それ以外の分に

なりますので、河川の維持管理とか、今言わ

れましたように開発の仕方、方法等々につい

てとかいう議論が出ているわけなんですが、

この辺で何点かつけ加えておきたいというよ

うなことはございませんでしょうか。 

 この後のことになるわけなんですが、今こ

うしてフリップチャートのほうでそれぞれの

意見を書いていただいておりますし、その中

でこの自助・共助の枝の中に、根っこの中に

上げられたのもありますし、新たな問題もい

ろいろあると思います。その状態を整理させ

ていただくわけなんですが、再度、もう一回

ですね、きょうの状態を参考にさせていただ

いて、作業部会でちょっと整理させていただ

いて、それで皆さんのほうで再度、この最終

的な公助、自助・共助、いわゆる行政に対し

てのかかわり方についてもまとめさせていた

だくということで、そして皆さんで最後ご議

論いただこうと。 

きょうは、冒頭でも言われましたように、

石津さんが東京のほうへ行っておられるよう

で欠席でありますので、また逆戻りのないよ

うにはしていかないかんわけですけれど、き

ょうの状態を基本にさせていただいて、石津

さんのほうにも公助の考え方があったら確認

をさせていただいて、それをまた聞かせてい

ただくという形で作業部会に進めていこうと、

こう思っておりますが、よろしいでしょうか。 

○中井委員 案として一つだけ言わせていた

だきたいのは、車です、自家用車が今非常に

ふえております。それが水害のときに、よく

テレビでアメリカなどで流れている、場面を

見るのです。ああいうものが流れて、そした

らもうこれが家屋とかいろんなところに衝突

するというかぶち当たったらすごい力だと思

うのですね。 

 確かに近代の社会で車がふえてきた。これ

は非常にたくさんある。もちろん自分のとこ

ろの車庫に入れている人もある。だから結構、

その問題というのが災害時に大きいのじゃな

いかと、私はそういう懸念を持っています。 

○大橋座長 確かに大きな被害、水害やとか

いろんなもの、ハリケーンにしてもそうなん

ですが、自動車が逆に２次災害、３次災害に

なっていくというような状態も見受けられま

すので、そういうことも非常に大きいのかな

と思います。 

 はい、成宮さん。 

○成宮委員 一つ、今そんな大きな額は要ら

ないと思うのですけれども、この水害の状況

というのをビデオでしたか、多々納さんのと

ころで多分、建設省でおつくりになったんだ

と思うのですけれども、例えばそれが地下道

に入ったときにはどんなふうになるというこ

とを、何秒後、何分後はこういうふうになり

ますよということで、非常に大きなきっかけ

をおつくりになりましたよね。 

 自分のところ、例えば私は愛知川なんです

が、愛知川の代表するようなところをＣＧで

出してもらって、そこに例えばこれだけの雨

が降ったときにはこんなふうになりますよと

いうことが、代表的な場所だけでも結構だと

思うんですけれども、その地域の人がおおむ

ね、ここにこういうふうなことが起こったら

こんなふうになるのかというふうな感じのこ

とを、きっかけづくりとして一番最初におつ

くりいただけないかなというふうに思うんで

す。 

 先日も長浜で集中豪雨のことがあって、河

港課の参事さんでしたかが物すごく丁寧にご

説明なさっていて、いわゆるハザードマップ

との違いというものも説明をなさっていたと

いうふうに記憶しているのですが、こういう

ことをＣＧか何かで、その地域へ出向いてい

って出前講座をするときに、その辺を一つの

きっかけづくりにして何かできないかなあと

思うんです。そうしないと、みんなは頭の中

で描いていることだけですので、それぞれが

それぞれ勝手気ままな感覚でしかとらまえる

ことができないと思うんです。そういうこと

をみんな共通の話題として何か一つつくるこ
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とができないかなあという気がします。それ

から公助は始まるのかなというふうに思うの

ですが。 

 以上です。 

○大橋座長 成宮委員さんのほうから、やっ

ぱりきっかけづくりをきちっとする必要があ

るのではないかと。出前講座をするにしても

勉強会をするにしても、やっぱり自分のとこ

ろの地域のそういう利益等々がうまくあれば

いいんですが、そういうＣＧとかで、それを

拝聴しながら地域で議論していく。そのこと

からきっかけづくりではないかと、こういう

ようなご指摘ですね。 

 これは、今それぞれが書いていただいたん

ですが、これをこの場で整理というのはなか

なか難しいと思うんです。だからこれは、ま

たこれからどう作業部会で進めていくか、皆

さんと一緒にこれはこうやああやと言って、

これはちょっとこの中に網羅されておるから

いいなとかいうような状態がいいんですけれ

ど、これはあとのことが大変だなというのが

正直な気持ちなんです。だけど今の時点では、

そういう手順を踏まなければやむを得ないか

と思うんですけれどね。 

○成宮委員 整理の種類は大体決まっている

と思いますので。 

○大橋座長 ええ、決まってます。 

○成宮委員 いけるのと違いますか。 

○大橋座長 だから、自助・共助の中に網羅

されているやつ、それと河川の管理とか維持

とか、いわゆる行政本来だけでやっていただ

かないといけない問題等々にちょっと仕分け

はしようと思いますが。 

○多々納アドバイザー これはせっかくこう

やって、やっているのを、本当はこんなとこ

ろに座っていたって意味がないんです。こう

やって書きながら色を塗っていけばもっとよ

くわかるんですよね。 

 それで、見ていただいて発想していただく

ときに、こういうのがあると、さっき大橋さ

んが言われたように、施設整備にかかわると

ころとか、要するに実際に行政が本当に行政

として、通常河川行政としてやられているよ

うな部分と、もう一つはこういう、今まで自

助・共助といいながらやっていた部分へのサ

ポートという議論と、それは両方入っている

んですね。 

 ただ、ちょっと今僕は聞いてて思ったので

すが、メニューが出ているだけですよね。メ

ニューが出ているだけで、どうやって実現す

るのだと、それの話を実は前の樹形図のとこ

ろは多少それが考えて書いてあるんですよね。

だけどそれと比べてみると、ちょっとここに

出ているようなことが本当に実現できること

につながるのかなという、理屈が立つこと、

ちょっときょうは時間がないのであんまり議

論できないのですけれども、本当は多分こう

やって書きながらピックアップして、そこの

中で、これを実現しようと思えばどうしまし

ょうねという議論を一個ずつというか、重要

なやつだけやっていくと、もう少し深まるの

ではないかなと思うんです。 

 でも、そういう意見も幾つかありました。

例えば柴田さんが言いましたけど、行政の人

はちゃんと地元の人の話を聞きなさいと。精

神論で言っているのではないよね。 

○柴田委員 はい。 

○多々納アドバイザー ただ、それはもちろ

ん精神論としてもあると思いますけれども、

それプラスそういう仕組みにしなあかんとい

うことを彼は多分言っているんですよね。と

いうことは、それは実現する形態として何な

のかというような、それは今まで例えばどん

なものがあったのかとか、あるいはそれは十

分だったのか。例えば淡海の川づくり会議な

んていう話はそれに近い話なんだろうと思い

ますしね。それから、幾つかこの中でＮＰＯ

をやられているというお話があった中で触れ

られている活動も、その辺のこととも関連し

ているんだろうと思うんですよね。それで幾

つかの代表的なメニューというか、そこの部

分が整理されたら、次はそれをどう実現する

かみたいな話のための整理もしていかないと

いけないし、それから大橋座長が言っておら

れたように、ちょっとどこに書いてあるか今

探しながら見てたんですけど、ちょっとわか

らない。 

 本当にやる気を出してもらうという、こう

いう議論をするのにどうしたらいいかという

話、これもどこまで詰めて提言を出すかとい

うことだと思います。このレベルでいいか、

あるいはもう少し細かくやるかですね。こう

いうところをもっとこうしましょうという、

具体的な内容まで踏み込むか、もしくはこの

上の地域に根づいてリーダーシップをとって

と、これもどういう、精神論でやるのか、そ

ういうことをちゃんと担保してくださいとい

うところまで書くか、休みの日に出てきなさ

いと、残業代を出してでも来なさいとか、あ

るいはその地域担当制をしきなさいとか、い
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ろんな具体案はあるとは思うんですけれども、

どこら辺まで入れるかというのはありますけ

れども、大体議論したら出ているので、そう

いう整理の仕方を一回させていただいて、本

当はここでこうやりながら整理していったら

一番わかりやすいんですけど。時間がないで

すね。５時までですよね。 

○大橋座長 そうです。 

○多々納アドバイザー では、次回これをそ

のまま持ってきて、これを色を塗ったやつを

持ってきて、ちょっとそこから続きをやった

らいいと思うんですけれども。多分そんなの

は北井さんがお得意だと思うので、北井さん

がこう司会をしながら、みんなしゃべりなが

らこうやって、少し詰めるところのポイント

だけ事務局といいますか作業部会のほうで整

理して、ここをもう少し詰めましょうとかと

いうところを準備して次回やれば、恐らくい

いのができるのではないかと思います。すい

ません、勝手なことを言いまして。 

○大橋座長 私自身もこの方式というのが初

めてのやり方であったので、どうまとめてい

くかで戸惑いもあったわけなのですが、今、

多々納先生がおっしゃいましたように、この

分についてちょっと作業部会で整理をさせて

いただいて、今度改めて次の行政に望むこと

について再度会議をやらせていただいて、そ

の中で仕上げていくという形にさせていただ

きたいなと思います。 

 それでは、大体、きょうの議論はこの辺で

ということで、一般傍聴の方もお見えになっ

ていますので、傍聴者のご意見を賜りたいと

思います。 

 ちょっと待ってください、はい。 

○中村委員 傍聴の方、申しわけございませ

ん。これはもう議論をしないんですか。この

提言素案について。ちょっとどうしても意見

があるんですけど。 

○大橋座長 それでは、一言。 

○中村委員 そうですか。もう議論が大きく

なるといけないので、どうしてもと思ってい

るところについて、表現のところと、あと一

点申し上げます。 

 まず、５ページの本文の第２パラグラフの

最後のところですね、ここだけが「ます」で

なしに「です」になっているんです。だから

これを「と言えます」とか何か「ます」にし

てほしいなと。それから、６ページの「私た

ちが目標とする地域づくり」のところの「川

の水は必ず溢れる」というところの４行目、

ここだけが「災害」ということになっている

んです。これは「水害」と、ワープロ間違い

かな。というふうに思います。 

 それと、どうしてもちょっとひっかかると

いう点の一つは、大橋座長には申しわけない

のですが、この７ページの「１年交代のため

に継続はできないのです」というので言い切

りになっているんですね。ところが実際、私

なんか団地で住んでおりますと、現実的にそ

う長期的にやるということが非常に困難な状

態です。特に顔見知りでもなく何も知らない

人の集まりですから、不正が起こったりとか

いろいろなことがあって、ほとんどやり手が

ないとかいうこともあって、１年交代で役員

というのはやっているんですね。 

 それで、私は思いますけれども、問題は組

織がきちっと規則というのかルールをつくっ

て組織的にやるように決めておけば、人が毎

年かわってもできると。非常に熱心にやられ

る方もやらない方もあっていいのではないか

と。熱心な人ばっかりがずっとやられると息

が続かない、前にもそういうふうに申し上げ

たと思うんです。 

 それともう一つは、やはりいろいろな人に

やってもらうことによって、地域全体のもの

となっていく。役員をやることによって、や

っぱり意識が高まるという問題があると思う

んです。だから、そういう意味で私は、水害

は地域が連帯してやっていくという観点から

組織というのは機能すればいいわけですから、

やはり交代するということについて言い切り

というのはちょっとしんどいのかなというふ

うに思います。 

 特に、非常に失礼な言い方かもしれません

けれども、転宅されるとか、その会長さんが

お亡くなりになるとかといったときに同じこ

とが起こるわけで、やっぱりそういうことで

組織的にできるように、きちっとマニュアル

というか規則をつくれば、だれがなってもや

れるのではないかと。 

 日本人というのは賢いですし、若い人がな

ってもいずれにしても長老に意見を伺って物

事というのは進めていくのではないかという

ふうに思いますし、そういうようなことをこ

こに少し、もう一つ私の意見として入れても

らったらありがたいなということです。 

 あともう、まだたくさんありますが、どう

してもというのはこれだけですので。 

○大橋座長 今、中村委員さんのほうからご

指摘いただきましたように、この似顔絵をか



2008.10.29 滋賀県流域治水検討委員会第 7回住民会議 

 

- 27 - 

いて括弧書きをしておるやつは、議論をした

中のやつを抜粋して書き上げていただいてま

すので、その前後がちょっとわからないので

それだけということになってますが、もう一

遍この辺は、今度は公に県民に出すものです

から、きちっとやっぱり文言を整理して出す

というぐらいのことはさせていただきたいと

は思います。 

 

３．一般傍聴者からのご意見 

○大橋座長 それではお待たせしまして、一

般傍聴者の皆さんのほうから、地域とお名前

をきちっと申し上げていただいて発言してい

ただきたいと思います。 

 はい、どうぞ。 

○傍聴者（佐々木） すいません、大津市の

佐々木と申します。 

 本日、２番の公助に期待する事項のところ

で審議の発言がなかった部分につきまして、

発言というか、私が思っていたことで取り上

げられてなかったことがありましたので、２

点、ご意見申し上げたいと思います。 

 ２点というのは、１つは、わからないこと

を示すということと、保証できないことを示

すという部分です。わからないことを示すと

いう意味なんですけれども、私、大学に入る

前に、氾濫解析した結果、水色がこう地図に

塗ってあってですね、「ああ、今の技術力を使

えばこんなに台風が来たときに水があふれる

場所というのはわかるんだ」というふうにす

ごい感動した覚えがあるんですけれども、大

学に入って勉強してみたところ、それは物す

ごく限られた条件で、ある過去の台風が来た

ときにはこういうふうな氾濫の仕方をしてた

ので、今後同じものが来たらこうなりますよ

というものでしかなかったというのを、入っ

て勉強してやっとわかりました。ですから、

つまりたまたま違った降り方をしたら役に立

たないものなんですが、大学で勉強する前ま

では、「あっそうか、じゃ、自分のところは例

えば１ｍつかるのだったら、１ｍつかるとい

う覚悟さえしておいたらいいんだ」というふ

うに思考が停止してしまったんですね。 

 そこで、ぜひ考えていただきたいのが、こ

のハザードマップにしろ、氾濫解析にしろ、

今の時点でこういう条件のことだったらこう

なるけれど、それ以外のことは全くわからな

いんですよと。わからないことをはっきり示

していただかないと、思考停止して物すごい

解釈になってしまうのではないかと思いまし

て、１点目の指摘でございます。 

 ２つ目の保証できないことに関してなんで

すけれども、洪水が起きて、それにまた対応

するような、橋ができたり護岸ができたりと

いうことが行われて、ずっと今続けられてき

ているわけなんですけれども、恐らく税金の

問題もあると思うので、いつまでもその最大

洪水に対して耐えられるようなものがつくら

れていかない時代が来ると思っております。 

 そこでぜひお考えいただきたいのが、構造

物である以上、設定条件を超えてしまえば壊

れたり、洪水に耐えられなくなったりという

のがあると思うので、もうそろそろ保証でき

る限界というのを示す時代なのではないかな

と個人的には思ってます。つまり、こういう

条件までは耐えられますけれどもそれ以上は

保証できませんよということがはっきり示さ

れれば、どこどこがつくってくれたんだから

大丈夫だというので思考停止するのではなく

て、「ああそうか、この目の前にある堤防はこ

ういう条件になったらもう壊れるんだ、じゃ、

そこから先のことは自分たちで考えなきゃい

けないな」というふうに、自分たちで考える

ようになると思うんです。 

 ２つとも示したのは、そうならないと思考

停止するなというのが一番自分の中で怖いと

思っていることで、ぜひ考えるきっかけとす

るために、わからないことと保証できないこ

とを示してほしいということでございます。 

 すいません、長くなりました。 

○大橋座長 はい。他に、はい、よろしく。 

○傍聴者（正村） 彦根の正村です。きょう

は公助のことについて、自助・共助のほうも

あったんですけれども、先ほど助成金の話で

お金が入るとというお話だったんですけれど

も、自助・共助に関しては抽象論的なもので

も、逆に我々、災害ボランティアをしている

側としては抽象論で書かれたほうが、これは

３か４ぐらいのものであって、地元に帰って

７とか８とか 10 にしていくという、幅がある

というのですけれども、例えば公助という形

で、例えばもし県とか市とかに対して話をも

っていく場合には、やっぱり金がついてない

と、例えばここにいる方々は皆さん、この話

し合いを知っている中でいるわけですけれど

も、次の人たちにバトンタッチしていくと、

例えば金がないといった場合に、「いや、これ

金がついてないやんか」という揚げ足を取ら

れる可能性があるのではないかと。 

やはり法律論的な話になってくると、要す
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るに明確な言葉というものを選んでいかんと、

先ほど多々納さんが言われたみたいに、抽象

論的な話からはもっとピックアップしていっ

て、もっと厳密にしていくというのか、その

作業というのはやはり行政の方々が、言い方

は悪いですけど、逃げられないというか、言

い回しを変えて揚げ足を取られないようなも

のにしていかないと、結局今までのいろんな

会議の中でも抽象論的なものをずっと羅列す

ることによって、結局それが結果的に 10 年た

って 20 年たって何にも評価されてないやな

いかということにつながっていく。 

ですから、市民とか県民に対しては抽象論

的で、逆に言えば皆さんが地域に戻って、こ

れをたたき台にしていいものをつくってくだ

さいねでいいのですけれども、公助という形

で県とか市とかに対して、お金の話であると

か物の話であるとか、また例えばレクチャー

というか、いわゆる教育であるとかアドバイ

ス、いろんな助言であるとか、そういうもの

を求める場合には、もうちょっと厳密的なも

のをしっかり出していかないと、多分これが、

例えば今いる方々が３年ないし４年ぐらいで

次の部署に行かれる。新しい方が入ってくる。

それで多分、５年か６年ぐらいすれば今いる

方々は全員総入れかわりになると。総入れか

わりになったときに、明確に書かれていない

と、それが揚げ足を取られてしまって、ここ

で話し合ったことが、立派なことが、結局単

なる書かれている物書きになってしまうので

はないかという危険性はすごく感じるものが

あります。 

 一応、僕としては、まあ僕個人のあれです

けれども、今回、滋賀県の彦根の災害ボラン

ティアネットワークの来年４月から理事にな

ることになったものですから、逆に先ほど成

宮さんが言われたみたいに、大橋さんがやり

やすい舞台をつくるというのがありましたの

で、逆に僕としてもやりやすい舞台をつくっ

ていただきたいので。 

 今回の、この自助・共助のほうは持ち帰っ

て、これをまた我々、災害ボランティアの仲

間と分析し直して、我々のほうは逆に出張出

前に関しても、ちょっと自分で考えて彦根市

内の中でやっていくと。 

 また僕も、先ほど松尾委員から言われたみ

たいに芹谷ダムの話で、今月５日にサンパレ

スというところで芹谷ダムの説明会がありま

したけれども、そこでちょっときょうも河川

開発課のほうに行って話を聞いてきたんです

けれども、そこで言われたのは、「あの流域治

水の人が考えているのはうちらとは違うん

よ」みたいな感じで、「うちらが出した資料と

向こうが持っている資料とは違うんよ」と言

われてですね、「ええっ」と。逆に言ったら、

違う資料にお金を出し合って全く違うものを

つくるなんてもったいないなと思ったりもす

るんですけれども。 

 また、例えば先ほど北井委員さんが言われ

たみたいに、中立の立場でということで行政

というのはあったんですけれども、例えば彦

根市のホームページを見た場合、ダムができ

たら例えば東海豪雨のときにはこれぐらいの

水位が来ます、ダムがなければこれぐらいの

水位が来ます、旭橋のあたりではこれぐらい

の水位が来る、または下芹橋のあたりではこ

れぐらいの水位が来るというようなものを出

しております。それはダムがあるということ

を前提にしたそういうものになっているので

すけれども、県のほうはもうダムは白紙とい

うことで、河川改修になっているのですけれ

ども、そうなると県の言っていることと市の

言っていることが全く矛盾してくるというの

があって、本来中立であるべき行政という言

い方になると、その辺も、市と県とがもっと

話し合って、ああいうホームページに公的に

出されるものに関してはちゃんと統一を図っ

てもらいたいというのが、我々情報を受ける

側の県民としての思いであります。 

 また、例えば今、ここに県の方、市の方、

たくさんおられますけれども、皆さんは滋賀

県内にお住まいの方ですか。もしあれでした

ら手を挙げてもらいたいのですけれども、滋

賀県民の方、ということは、皆さん、言って

しまえばどちらかの地域の県民なわけですよ

ね。ということは、アフターファイブ、仕事

が終わって家に帰れば皆さんどちらかの自治

会に属している自治会員なわけですよね。少

なくとも、自分たち以外の例えば奥さんであ

ったりとかお子さんというのも自治会の地域

の住民なわけですよね。ですから、先ほど成

宮さんが言われたみたいに、我々も県民であ

るという話からした場合、逆に言えば、皆さ

んの住んでいる地域では多分、自主防災組織

というのはしっかりされているというか、皆

さんだってそういう知識を持っているわけで

すから。 

 でも、そういうことを考えていくと、災害

が起きたときにはやっぱり地元の、例えば阪

神大震災でもあったのですけれども、昼間は
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例えば市の職員、県の職員だけれども、家に

帰ったら家はないんですよね。燃えてしまっ

て、家がなくて、結局避難所に帰ると。避難

所に帰ったら被災者になるわけですよね、避

難所の中では。被災者、要するに避難してい

る住民になるわけですよね。それで仕事は市

役所に行くということになるものですから、

そういうことを考えると、皆さんもやっぱり

県民であると。どちらかの市民であると。ま

たどちらかの河川を、被害が起こるかもしれ

ない河川を持っている住民であるという意識

を持ってもらう。 

 また、例えば出前講座をするに当たっても、

逆に県の職員さんにレクチャーをして、その

方々がいろいろなところに出前に行くという

のもそれは安価な方法かなと思うのもありま

す。 

 今、彦根では 150 年祭でいろいろなイベン

トをやってますけれども、例えばその市の職

員さんが全員、土曜・日曜日にボランティア

に参加してくれれば 100 人、200 人のボラン

ティアが集まるんですけれども、そういう場

合でもほとんど集まってこないのが実情です

から。逆にこういうところで、例えばいろん

な面でこれから地域に戻してやっていく場合

に、そのような意識も、逆に言えば公務員の

意識改革というものもしっかりしていかれた

ほうが、先ほど柴田委員が言われたみたいに、

話し合うということを考えた場合には、話し

合う相手が隣のおっちゃんということもあり

得ますので、そういうことも考えていかれれ

ばいいのかなと思いますし。 

また今度、12 月 13 日にシンポジウムとい

うことなので、実はこの間、竜王でやられた、

我々、一般傍聴する人間も中に入って言いた

いことを言わせてもらったような場があった

んですけれども、逆に今度は公助という一つ

のキーワードでやるわけですから、今度 12

月 13 日にはできれば一般傍聴の方々も入っ

て、またこう張って張ってという感じでね、

そうすると多分、もうあっちこっちいろんな

話が出てしまって余計にまとめにくくなるか

と思いますけれども、そういうものもあった

らいいのかなと思っている次第でございます。 

 以上です。ありがとうございます。 

○大橋座長 他に一般傍聴の方ではございま

せんか。はい、どうぞ。 

○傍聴者（三上） 公助について、ちょっと

私の個人の意見を述べさせていただきます。 

 委員の方、本当にご苦労さんでございます。

私もこの住民会議を知りまして、今までは琵

琶湖の水環境に関心を持ちまして、そのほう

に一生懸命にやっていましたけれども、滋賀

県にこんな自主防災で命にかかわるような危

ない問題があるとは夢にも思っていなかって、

もう琵琶湖総合開発やら、その時点で全部、

住みよい滋賀県となって解決していると、そ

ればっかり思うておったところが、こういう

住民会議に参加させていただいて、こんな肝

心なことが今まで何でほっておかれたのかな

と思うような、そういう感じで。 

 考えますと、滋賀県の人も、県の歴史的に

見ましても、こういうことがあれば昔の人は

滋賀県の市民から全部勤労奉仕で参加して、

瀬田川の流れがようなるようにしてこられま

した。しかし、今それだけの滋賀県の人が、

みんなが協力してやろうかというようなね、

そういうような考えを持っている方は一人も

おられないと思います。 

 テレビを見ましても、災害が起きましたら

行政がもう手に負えなかったら自衛隊がたく

さん来てやってくれるものだと思って、我々

もそういうような考えでおります。安心して

いるというんですか。それだけを考えている

ような今の世の中でないかなと思うんですよ。

それをこうして地域の委員の方やとか住民会

議でいろんなことを、皆さんに危険な経験を

された話とか、そういうものを話をされて、

県のほうからもこういう危険な危ないことが

ありますとか、そういうような、一生懸命先

ほど見たような形でやられるのもいいんです

が、それだけみんなの意識が昔の人の観念と

もう大分変わってきてますのでね。 

私はこのテレビを見て思うんですけど、行

政の方はどういうお考えか知りませんけれど

も、先般、嘉田知事さんも琵琶湖総合開発に

ついては、もっと国にいろんなことを要望し

ていかないとほかの面が解決しないというよ

うなことはちょっと新聞に出てましたが、や

はりこれだけの危険なことがあれば、行政に

携わっておられる市関係側の方も、これは一

番先に解決せんならん問題だと私は思うんで

すわ。それで少しでも危険なところがあれば

調査し、そしてできることは県の予算を少し

でも取って、ちょっとでも住みよい滋賀県に

して安心していけるようにしていくのが私は

先決問題と思うんです。 

 もう地域の人にそういうような、ここは危

ないところで昔の人はこういう危ない経験を

しておられますというて、私は特にこの治水
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関係で関心を持ったのは、私もこの水害で大

きな山から流れてくる水を目の前に経験した

ことがあります。それはもう大きな石も家も

全部倒して流してくるのですから、人間の力

みたいなのは及ばんような大きな問題です。

それを解決しようと思うと相当な人の力かお

金が要ると私は思うんです。それで、私は滋

賀県からの行政の方にお願いしたいのですが、

これから少しでもそういうような森林をよく

したり、滋賀県がそういうような災害から守

れるような行政を持っていただきたいなあと

思って、それだけをひとつお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございました。本当

に熱い住民の皆さんの思いがひしと伝わって

きたような感じがいたします。 

 その他の方にも何かご意見をいただかない

といけないわけですが、時間も参りましたと

いうことで、本日の会議はこれで終了させて

いただきたいと思います。 

 それでは、事務局のほうにバトンタッチを

します。よろしくお願いします。 

○事務局（中田） 座長様、ありがとうござ

いました。大変、長時間にわたりまして熱心

なご討議ありがとうございます。 

 それでは、閉会に当たりまして、土木交通

部技監の清水よりごあいさつを申し上げます。 

 

４．閉会 

○事務局（清水） 本日は、熱心に、また真

剣にご議論いただきましてまことにありがと

うございます。 

 「水害から命を守る地域づくり」、なかなか

いいキャッチコピーで、私は何回かこれを見

ているのですが、読めば読むほど味が出てく

るといいますか、大変いい、思いが込められ

たキャッチコピーだと思っております。大事

に機会あるごとに使っていきたいと、こうい

うふうに思っております。 

 それからもう一点、いろいろ公助について

意見をいただきました。たちまちできること

もたくさんあるわけでございます。特に言っ

ていただきました中で、地域の中に深く踏み

込んで、地域の住民の方の意見をよく聞いて

進めるということは、なかなか簡単そうです

がなかなか実行できていないというのが私の

実感でもございます。しかし、これは本当に

重要なことであるというふうに私は意識をし

ておりますし、これをどういうふうに進めて

いくか、大きな課題であると思っております。

ぜひ、こういうふうに、地域の中に深く踏み

込んでやっていくという職員の姿勢を大切に

していきたいなというふうに思っております

し、機会あるごとに私もやっていこうという

ふうに思っておるところでございます。 

 それから、座長さんもおっしゃっていただ

きましたように、そこに書いておりますけれ

ども、やっぱり地域に根づいてリーダーシッ

プをどういうふうに示すのか、これも大きい

課題であるというふうに思っております。お

金がなくてもたちまちできる大きい課題だと

いうふうに認識しているところでございます。 

 きょうは、いろいろご意見もいただきまし

た。また整理していただいて、最終的に提言

をまとめていただくということで、もう一回

ぐらいお集まりいただいて最後のまとめをし

ていただけるのかなというふうに思っており

ます。また事務局からご連絡があると思いま

すが。 

 本日は、本当にありがとうございました。

また次回もひとつよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○事務局（中田） 次回の会議の日程でござ

いますけれども、冒頭申し上げましたように、

12 月 13 日の土曜日に流域治水のシンポジウ

ムを予定いたしております。その際に住民会

議の提言として知事のほうに渡していただく

ということを考えておりますので、それから

逆算をいたしますと、11 月下旬には提言をま

とめていただきまして、事務方のほうで製本

をして、13 日に間に合わすというようなこと

になるのかなと。そうしますと、また作業部

会とか、その予定もございますので、委員の

皆さんの予定はお聞きをしたのですけれども、

それを見ながら、また座長さんのほうと相談

をしながら、11 月末ぐらいを次回の会議とい

うことで調整をさせていただきたいというよ

うに思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 それでは、本日の予定はすべて終了いたし

ました。大変ありがとうございました。これ

で閉会させていただきます。 

〔午後 ５時 ５分 閉会〕 

 


